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商工文教委員会会議記録 

 

                      商工文教委員会委員長 髙橋 但馬 

 

１ 日時 

  平成29年３月２日（木曜日） 

  午前10時２分開会、午後４時27分散会 

 (うち休憩午後０時４分～午後１時２分、午後３時５分～午後３時17分) 

２ 場所 

  第３委員会室 

３ 出席委員 

  髙橋但馬委員長、ハクセル美穂子副委員長、名須川晋委員、千葉進委員、千葉伝委員、 

樋下正信委員、工藤誠委員、斉藤信委員、小西和子委員 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 事務局職員 

  柳原担当書記、竹花担当書記、岩渕併任書記、吉田併任書記 

６ 説明のため出席した者 

(１) 労働委員会事務局 

桐田労働委員会事務局長、花山参事兼審査調整課総括課長 

(２) 商工労働観光部 

菊池商工労働観光部長、新屋副部長兼商工企画室長、高橋雇用対策・労働室長、 

戸舘ものづくり自動車産業振興室長、鈴木商工企画室企画課長、 

高橋経営支援課総括課長、押切産業経済交流課総括課長、 

高橋産業経済課地域産業課長、平井観光課総括課長、 

高橋雇用対策・労働室雇用対策課長、工藤雇用対策・労働室労働課長、 

高橋ものづくり自動車産業振興室特命参事兼ものづくり産業振興課長、 

瀬川ものづくり自動車産業振興室自動車産業振興課長 

(３) 教育委員会 

高橋教育長、川上教育次長兼学校教育室長、菊池教育次長兼教育企画室長、 

菊池教育企画室特命参事兼企画課長、佐々木教育企画室特命参事兼予算財務課長、 

佐々木学校教育室学校施設課長、 

小野寺学校教育室首席指導主事兼学力・復興教育課長、 

藤岡学校教育室首席指導主事兼義務教育課長、 

岩井学校教育室首席指導主事兼高校教育課長、木村学校教育室高校改革課長、 

佐々木学校教育室首席指導主事兼特別支援教育課長、 
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菊池学校教育室首席指導主事兼生徒指導課長、松下生涯学習文化課総括課長、 

斎藤生涯学習文化課文化財課長、八木スポーツ健康課首席指導主事兼総括課長、 

今野教職員課参事兼総括課長、 

荒川教職員課首席経営指導主事兼小中学校人事課長、 

小田島教職員課首席経営指導主事兼県立学校人事課長 

(４) 総務部 

大槻理事兼副部長兼総務室長、藤澤総務室管理課長、佐藤法務学事課総括課長、 

岡部法務学事課私学・情報公開課長 

７ 一般傍聴者 

  ２名 

８ 会議に付した事件 

(１) 労働委員会関係審査 

 議案第51号 平成28年度岩手県一般会計補正予算（第４号） 

(２) 商工労働観光部関係審査 

ア 議案第51号 平成28年度岩手県一般会計補正予算（第４号） 

イ 議案第56号 平成28年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算（第２号） 

ウ 議案第69号 職業能力開発校条例の一部を改正する条例 

エ 議案第70号 産業技術短期大学校条例の一部を改正する条例 

(３) 教育委員会関係審査 

ア 議案第51号 平成28年度岩手県一般会計補正予算（第４号） 

イ 議案第68号 県立学校授業料等条例の一部を改正する条例 

(４) 総務部関係審査 

 議案第51号 平成28年度岩手県一般会計補正予算（第４号） 

(５) その他 

   次回の委員会運営について 

９ 議事の内容 

○髙橋但馬委員長 ただいまから商工文教委員会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。本日は、お手元に配付いたしております日程により会

議を行います。 

 初めに、労働委員会関係の議案の審査を行います。議案第51号平成28年度岩手県一般会

計補正予算（第４号）第１条第２項第１表、歳入歳出予算補正中、歳出第５款労働費のう

ち労働委員会関係を議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○花山参事兼審査調整課総括課長 労働委員会関係の補正予算につきまして御説明申し

上げます。便宜、お手元の予算に関する説明書により御説明申し上げますので、説明書の

130ページをお開き願います。 



 3 

 第５款労働費、第３項労働委員会費のうち、１目委員会費は、委員会運営に要する経費

について、執行見込みを踏まえた整理により８万3,000円の減額補正をするものであります。 

 続いて、２目事務局費は、事務局の管理運営に要する経費について、同じく執行見込み

を踏まえた整理により541万5,000円を減額するものであり、合わせて549万8,000円の減額

の補正を行おうとするものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○髙橋但馬委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○斉藤信委員 事務局費の541万円、この減は、中身を見ると給料、職員手当等、共済費

なのだけれども、これは職員が１人減ったということになるのか。この減額の中身を教え

てください。 

○花山参事兼審査調整課総括課長 ２月補正につきましては、合わせて549万8,000円の減

額で大きな額になっておりますけれども、事務局費の人件費が539万7,000円の減で大きい

ところとなっております。これにつきましては、平成28年度当初予算におきまして定数10

人の人件費予算を組みまして、年度当初は現員10人でありましたけれども、年度途中に退

職者があった分と、それから育児休業者の分を２月補正で減額することとしたため、この

ような額になっております。これまでも一時的な欠員分につきましては、年度途中での補

充も想定しながら２月補正で整理してまいったところでございます。現在は、12月に１名

の補充がありまして、そのほか育児休業職員の代替として非常勤職員が補充されていると

ころでございます。 

○髙橋但馬委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに決定い

たしました。 

 以上をもって労働委員会関係の議案の審査を終わります。 

 この際、何かありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 なければ、これをもって労働委員会関係の審査を終わります。労働委

員会の皆様は退席されて結構です。御苦労さまでした。 

 次に、商工労働観光部関係の議案の審査を行います。 
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 議案第51号平成28年度岩手県一般会計補正予算（第４号）第１条第２項第１表歳入歳出

予算補正中、歳出第５款労働費のうち商工労働観光部関係、第７款商工費、第11款災害復

旧費第１項庁舎等施設災害復旧費のうち商工労働観光部関係、第４項商工労働観光施設災

害復旧費、第２条第２表繰越明許費補正中、第５款労働費、第７款商工費、第11款災害復

旧費第１項庁舎等施設災害復旧費のうち商工労働観光部関係、第４項商工労働観光施設災

害復旧費、第３条第３表債務負担行為補正中、２変更中１及び議案第56号平成28年度岩手

県中小企業振興資金特別会計補正予算（第２号）、以上２件の予算議案を一括議題といたし

ます。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○新屋副部長兼商工企画室長 議案第51号平成28年度岩手県一般会計補正予算（第４号）

のうち、商工労働観光部関係の予算について御説明申し上げます。 

 議案（その３）の７ページをお開き願います。５款労働費８億6,499万8,000円の増額の

うち、３項労働委員会費を除いた８億7,049万6,000円の増額、７款商工費の133億9,690万

1,000円の減額、次に９ページに参りまして、11款災害復旧費、１項庁舎等施設災害復旧費

4,022万7,000円の増額のうち649万4,000円の減額及び４項商工労働観光施設災害復旧費の

20億7,721万9,000円の減額、以上の合計で146億1,011万8,000円を減額しようとするもので

あります。 

 補正予算の内容につきましては、お手元の予算に関する説明書により御説明を申し上げ

ます。以下、金額の読み上げは省略させていただきますので、御了承願います。 

 それでは、126ページをお開き願います。５款労働費、１項労政費、１目労政総務費の一

つ目の管理運営費は、緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用した事業のうち、平成28年度

で終了となる震災等対応雇用支援事業等について、精算に伴い確定した不用額を国に返還

するため増額しようとするものであります。 

 ２目労働教育費の各種労働講座開設費は、労働環境の整備を図るために実施した人権啓

発支援セミナー開催経費について事業内容の確定に伴い減額しようとするものであります。 

 127ページに参りまして、３目労働福祉費の勤労者福祉支援事業費は、勤労者の福祉の向

上に資するために実施した企業力アップセミナー開催経費について事業内容の確定に伴い

減額しようとするものであります。 

 ４目雇用促進費の上から七つ目の緊急雇用創出事業費補助は、市町村が行う緊急雇用創

出事業について補助するものであり、事業計画の変更など市町村からの報告に基づき減額

しようとするものであります。次の事業復興型雇用創出事業費補助は、産業政策と一体と

なって雇用を行った事業所に対する今年度助成額の精査に伴い減額しようとするものであ

ります。 

 128ページに参りまして、２項職業訓練費、１目職業訓練総務費の上から三つ目の認定職

業訓練運営費補助は、認定職業訓練団体等に対して運営費を補助するものであり、実績見

込みにより減額しようとするものであります。 
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 ２目職業訓練校費の下から二つ目の就職支援能力開発費は、離職者等の再就職を促進す

るための職業訓練の委託であり、事業費の確定に伴い減額しようとするものであります。 

 次に、159ページをお開き願います。７款商工費、１項商工業費、１目商工業総務費の一

つ目の管理運営費は、自治法派遣職員に係る給与費等負担金や、中小企業等復旧復興支援

事業費に係る補助金の国庫返還金などを増額しようとするものであります。その六つ下の

高付加価値型ものづくり技術振興事業費は、県内の製造業の技術力強化及び地域の安定的

な雇用創出を推進するものであり、事業費の精査により減額しようとするものであります。 

 ２目中小企業振興費の上から二つ目の商工観光振興資金貸付金は、設備の改善や事業の

推進などに必要な資金の貸付原資の一部を金融機関等に預託するものであり、他の資金等

が活用されたことから減額しようとするものであります。次の中小企業経営安定資金貸付

金は、経営安定に資するための運転資金や経営改善の取り組みに必要な資金の貸付原資の

一部を金融機関等に預託するものであり、他の資金等が活用されたことから減額しようと

するものであります。160ページに参りまして、上から四つ目の中小企業東日本大震災復興

資金貸付金は、被災した中小企業者に対して、事業を再建するために必要な資金について

貸付原資の一部を金融機関に預託し融資するものであり、事業者による期限前の繰り上げ

償還等が多く発生したことにより減額しようとするものであります。その二つ下の地域産

業活性化企業設備貸与資金貸付金は、経営革新に取り組む中小企業等を支援するため、公

益財団法人いわて産業振興センターの行う設備貸与事業に要する事業原資を貸し付けする

ものであり、過年度分の貸付額の精査に伴い減額しようとするものであります。 

 161ページに参りまして、３目企業立地対策費の一つ目の企業立地促進資金貸付金は、県

内に工場等を新設または増設しようとする企業に対する貸付原資の一部を金融機関に預託

するものであり、年間所要見込み額の精査の結果、減額しようとするものであります。 

 ４目中小企業経営指導費の中小企業診断指導費は、中小企業高度化資金において診断指

導費の実績見込みにより減額しようとするものであります。 

 ６目工業技術センター費の二つ目の地方独立行政法人岩手県工業技術センター施設設備

整備費補助は、施設改修に係る経費を補助するものであり、事業の実績見込みにより減額

しようとするものであります。 

 162ページに参りまして、２項観光費、１目観光総務費の上から五つ目のいわてインバウ

ンド新時代戦略事業費は、国の東北観光復興対策交付金を活用し、海外市場に対して戦略

的、効果的なプロモーション等を実施するものであり、事業の実績見込みにより減額しよ

うとするものであります。次のいわて台湾国際観光交流推進事業費につきましても、国の

東北観光復興対策交付金を活用し、台湾からの誘客ためのプロモーション等を実施するも

のであり、事業の実績見込みにより減額しようとするものであります。 

 ２目観光施設費の観光施設機能強化事業費は、県が整備した観光施設の老朽化した設備

の修繕等を行うものであり、事業の実績見込みにより減額しようとするものであります。 

 次に、205ページをお開き願います。11款災害復旧費、１項庁舎等施設災害復旧費、２目
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庁公舎等災害復旧費の当部所管分、公共職業能力開発施設災害復旧事業費は、台風第10号

により被災した県立宮古高等技術専門校の復旧経費であり、備品購入費等の精査の結果、

減額しようとするものであります。 

 次に、211ページに参りまして、４項商工労働観光施設災害復旧費、１目商工観光施設災

害復旧費の中小企業等復旧・復興支援事業費は、国と県が連携して補助する、いわゆるグ

ループ補助金につきまして、用地の確保が困難等の理由により新規申請数が見込みを下回

ったことに伴い減額しようとするものであります。 

 次に、繰越明許費について御説明申し上げます。議案（その３）に戻りまして、11ペー

ジをお開き願います。11ページは第２表繰越明許費補正の追加の表であり、当部の関係部

分は13ページの５款労働費の13億1,516万5,000円、17ページに参りまして７款商工費の15

億3,238万2,000円、22ページに参りまして11款災害復旧費の１項庁舎等施設災害復旧費の

二つ目の事業5,617万4,000円、次の23ページ、４項商工労働観光施設災害復旧費の56億

3,291万4,000円、以上を合計した85億3,663万5,000円を翌年度に繰り越しを行おうとする

ものであります。これらの事業は、計画調整に不測の日数を要したことなどにより、年度

内完了が困難となったことによるものであります。 

 次に、債務負担行為について御説明いたします。25ページをお開き願います。第３表債

務負担行為補正の１追加の表でありますが、当部の所管は、次の26ページに参りまして、

２変更の表中、事項欄１、離職者等再就職訓練事業の１件であります。これは、職業訓練

の受講機会の拡充を図るため、年度をまたいだ訓練をふやしたことから、その限度額を増

額しようとするものであります。以上で一般会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、特別会計について御説明申し上げます。43ページをお開き願います。議案第56号

平成28年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算（第２号）であります。第１条のと

おり、歳入歳出予算の総額からそれぞれ５億5,803万3,000円を減額し、総額を45億3,420

万7,000円としようとするものであります。 

 44ページに参りまして、歳入であります。主なものは、１款繰入金、１項一般会計繰入

金は、貸付原資等である一般会計からの繰入金を減額しようとするものであります。 

 ３款諸収入、１項貸付金元利収入は、中小企業高度化資金の償還見込み額の増等に伴い

増額しようとするものであります。 

 ４款県債、１項県債は、中小企業高度化資金の貸付原資の一部である独立行政法人中小

企業基盤整備機構からの借入額を減額しようとするものであります。 

 45ページに参りまして、歳出であります。主なものは、１款小規模企業者等設備導入資

金貸付費、１項貸付費は、公益財団法人いわて産業振興センターの被災事業者に対する無

利子貸し付けに係る年間所要見込み額の減等に伴い減額しようとするものであります。 

 以上で商工労働観光部関係の補正予算についての説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

○髙橋但馬委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 
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○ハクセル美穂子委員 私からは、５款１項４目の事業復興型雇用創出事業費補助と、そ

れから７款１項３目の企業立地促進資金貸付金、この減額補正が大きいですけれども、そ

の具体的な理由をお聞きしたいと思います。事業復興型雇用創出事業費補助は補正前はど

れぐらいの雇用を見込んでいて、最終的にどれぐらいにおさまったのでこの減額になった

のかというところをお聞かせください。 

 それから、もう一つの企業立地促進資金貸付金のほうも、当初の予定、企業立地が進ん

だけれども、投資案件だけが発生しなかったのか、それとも企業立地の状況が当初の予定

よりも少なくなったのか、その辺のところを教えてください。 

○高橋雇用対策課長 事業復興型雇用創出事業費補助につきましてですが、平成28年度当

初予算では助成金に係る予算額は33億6,000万円余とし、平成27年度の申請状況を踏まえて

平成28年度新規分として800人、継続分として１万7,986人を見込んで計上したところでご

ざいます。２月補正予算では４月以降の申請状況から予算額は18億8,000万円余、当初予算

から14億8,000万円余の減額とし、平成28年度新規分として65人、継続分として１万3,107

人を見込んだところでございます。 

○戸舘ものづくり自動車産業振興室長 企業立地促進資金貸付金でありますけれども、新

規の立地、あるいは工場の増設に伴う資金需要に対応するために、毎年一定額を予算措置

をしているということでありまして、企業立地、増設の件数、規模的なところからいきま

すと、平成28年度は新規立地が15件、増設が10件で、計25件。前年度が合計で29件ですの

で、件数的にはそんなに落ちているということではなくて、年度ごとの全体の流れからい

くと、ほぼ横ばいで来ているのですけれども、この貸付金を使う需要が見込みほどなかっ

たということで、つまりは進出する企業なり増設する企業が自前で資金調達をしたり、市

中金融機関から借り入れたり、あるいは政府系金融機関から借り入れたりということで、

その資金需要を賄っているものと考えております。 

○ハクセル美穂子委員 企業立地の件数は変わらないけれども、資金自体の需要がという

ことで、承知いたしました。 

 事業復興型雇用創出事業費補助のほうで、800人見込んでいた新規の雇用の需要が65人に

なったという、その理由というのは分析されているのでしょうか。 

○高橋雇用対策課長 平成28年度新規申請が少なかった理由ということですけれども、対

象となる事業所につきましては今後も各市町村における復興まちづくりと相まって活用が

見込まれると考えておりましたけれども、理由といたしましては、単純な試算ではありま

すが、沿岸12市町村の雇用保険適用事業所の25％がこの助成金を既に活用していること、

あとは事業再開したものの家族経営であったり、新規雇用者がいないこと、事業再開に至

っていないことなどの理由から、申請事業所が減少したものと考えております。 

 また、説明会等では、事業者のほうから、苦しい時期ではありましたけれども、助成金

の活用により事業を軌道に乗せることができたなどの声がある一方で、支給額が縮小して

魅力がないとか、あるいは助成金の要件が厳しいなどの声もあったということでございま
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したので、引き続き被災地の実情に沿った助成金とするよう国に要望していくとともに、

少しでも多くの企業に活用いただけるよう、機会を捉えて周知活動を行い、活用の促進に

努めていきたいと考えております。 

○ハクセル美穂子委員 さまざまな要因でということですが、では、最初に800人を見込

んだのはなぜだったのでしょうか。 

○高橋雇用対策課長 800人とした根拠でございますけれども、当初予算では新規の申請

者の数は沿岸12市町村に所在する事業所のうち、平成27年度のグループ補助金終了見込み

事業所から平成28年度の新規の助成金申請事業者数を見込み、これに平成26年度の認定ま

での１事業所当たり平均助成対象労働者数を乗じて見込んだところでございます。また、

非認定事業所から申請のある追加の助成対象者数はこれまでの新規申請に対する追加申請

数の割合から算出し、合わせて800人と見込んだところでございます。 

○ハクセル美穂子委員 800人見込んだ新規の分が65人になっているというのは、結構大

変なことなのではないかと私は感じるのですけれども、沿岸では人材不足も言われている

中で、活用されていないということは大きな問題だと思いますので、その辺はしっかりと

当初予算では改善策、人材不足を解消する部分もしっかりと対策して活用されるようにお

願いしたいと思います。 

 あともう一つ、いわてインバウンド新時代戦略事業費や、国の補正でついた予算で減額

が多かったのですが、台湾などの観光ＰＲのほうですが、これは4,000万円とか大きな減額

補正なのですが、それを活用できなかった理由を教えてください。 

○平井観光課総括課長 今回の減額でございますけれども、こちらにつきましては例えば

東北６県、それから北東北３県、宮城県等と連携して行っているプロモーション事業につ

きまして、連携事業でございますので、それぞれの県の負担を決めまして、それで当初の

プロモーション等の事業をして、実績に基づきまして減額しているものでございます。 

○ハクセル美穂子委員 連携しなければ使えないというような要件とか、そういうのがあ

ったのでしょうか。 

○平井観光課総括課長 こちらは、連携して実施するということで国の交付決定を受けて

いる事業でございまして、当初から６県もしくは３県と、このような事業をしよう、これ

についてこのような経費をかけようということでやっておりまして、当然事業の当初の目

的は達成されておりますし、その中で経費節減等、またコンペによりまして入札の結果、

減額が生じたというものもあり、今回減額するものでございます。 

○斉藤信委員 私も事業復興型雇用創出事業費補助についてお聞きしたいと思います。今

の答弁で、当初33億円を見込んだのが14億円の減、半分も使えなかったと。800人の予定が

65人ということでした。延べ人数で１万7,986人の見込みが１万3,107人と答弁しましたか。

この延べ人数の落差が大き過ぎるのではないかと思うけれども、それをちょっと確認しま

す。 

 それと、事業復興型雇用創出事業費補助の活用が沿岸12市町村で25％活用されていると。
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これは被災事業者でしょうかね。これ事業所数で言えばどのぐらいなのか、そのことも改

めて示してください。 

○高橋雇用対策課長 平成28年度当初予算で継続分として１万7,986人と見込み、平成28

年度２月補正予算では継続分として１万3,107人と見込んだということでございますが、こ

の１万3,107人につきましては、平成23年から平成27年度に認定した数字から若干落ちてお

りまして、それぞれの総数を足しまして１万3,107人となっております。 

 続いて、雇用保険適用事業所数でございますけれども、こちらにつきましては沿岸市町

村の計といたしましては、単純試算でございますけれども、4,439事業所と出しまして、お

おむね、そのうちの助成対象が1,095事業所と、これでもって計算をさせていただきました。 

○斉藤信委員 そうすると、沿岸12市町村で1,095事業所がこれを活用しているというこ

とですね。 

 それで、この事業自体は雇用確保に大きな役割を果たしたのだと思うけれども、要件が

どんどん改悪されてきた。そのために結局、当初で見込んだけれども、使えなかったとい

うのが真相だと思うのです。要件がどういうふうに厳しくなったのか、改悪されてきたの

か、このことを一つ示してください。 

 もう一つは、実は来年度また新規で事業復興型雇用確保助成金が出るのです。だから、

一度今年度で終わるのだけれども、また来年度から新規で出される。この新規事業の中身

について、条件、使いやすいものになっているかも含めて示してください。 

○高橋雇用対策課長 事業復興型雇用創出事業の対象要件の変遷でございますけれども、

これまで平成27年度から対象事業所を岩手県の沿岸12市町村といたしまして、過去の受給

者の取り扱いは、原則初めて申請する者、ただし新規受給労働者の雇い入れから１年以内

の雇い入れ者まで対象とすると。それから、対象労働者につきましても被災３県求職者で、

岩手県が対象となります。それから、支援額につきましては３年間で上限2,000万円となっ

ております。これは、当初、平成23年度のときには上限１億円だったのが上限2,000万円と

なったということでございます。あともう一つ、対象事業所の過去の受給者の取り扱いの

中で、平成23年度においては中小企業の要件はなしということでございましたが、平成28

年度になりまして、中小企業者のみとなりました。 

 それから、支給額ですけれども、平成23年度におきましては新規で225万円ということで

ございましたが、平成28年度におきましては120万円に減額されたということでございます。

変遷については以上でございます。 

 続いて、来年度の事業復興型雇用確保助成金についてでございますけれども、こちらに

つきましては雇い入れ助成ということでありますけれども、雇用創出助成金では助成対象

労働者の要件として、助成対象労働者を最初に雇い入れの日から１年以内に雇い入れられ

た労働者という期間要件がありますけれども、雇用確保助成金では２年以内に雇い入れら

れた労働者となり、期間要件が緩和されたところでございます。また、人手不足対策とし

て、一般求職者を含んだ、新たな雇い入れのために住宅の支援の導入等による職場環境の
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改善を図り、かつ雇用の確保、維持を達成した事業所に対する住宅支援経費の助成につい

て追加されたものでございます。 

○斉藤信委員 だんだん要件が厳しくなって、せっかくのものが十分使えない、残念なの

だけれども、来年度からまた新しい、継続という形になるのだと思いますけれども、これ

が積極的に活用されるように徹底をお願いしたいと思います。 

 次に、159ページの中小企業振興費のところで、商工観光資金貸付金の14億7,000万円余

の減額、あとは中小企業東日本大震災復興資金貸付金、これが70億円の減額なのですけれ

ども、先ほどの説明だと他の資金等が活用されたと、あとは繰り上げ償還が発生したとい

うことですが、他の資金でもっと有利な資金が活用されたのか。もっと有利な資金があれ

ばそういうことになってほしいし、中小企業東日本大震災復興資金貸付金の場合には繰り

上げ償還が発生したということは事業成績がよくなって、予定より早く償還したというこ

とになろうかと思いますが、これはどのぐらい繰り上げ償還がふえたのか、そのことを示

してください。 

○高橋経営支援課総括課長 制度資金の減額の関係ですけれども、もともと需要に対応で

きるように多目に積んでいるということがありますので、どうしても毎年度、年度末で減

額補正ということが通例でございます。 

 他の資金というところで言いますと、商工観光資金よりも中小企業東日本大震災復興資

金貸付金のほうが利率とか保証料が低くなっていますので、沿岸で被災した事業者の方は

こちらに移るという場合があって、県の制度資金の中で動いているというものがあります。 

 それから、中小企業東日本大震災資金貸付金の関係では、お話があったとおり、建設業

とかでは長期で借りていたものが比較的早く返せるようになっているパターンで期限前償

還ということ。それから一部で補助金等を使うということで、補助金が入ってくるまでの

期間を見て、つなぎという形で借りており、形式的には数年というか、１年、２年という

ことにしていたものが早くなるということで、期限前償還ということになっているものが

あります。そういったものが相まってこういう形になっております。 

 ただ、繰り上げ償還が実際に何件かというのはちょっと資料を持ち合わせておりません。 

○斉藤信委員 後で資料があれば下さい。 

 それから、162ページ、ここの復興ツーリズム推進事業費の教育旅行等誘致事業費負担金、

これが1,100万円の減額になっていますが、復興ツーリズムの今年度の実績見込み、そして

教育旅行の取り組み状況、これを示してください。 

○平井観光課総括課長 復興ツーリズム推進事業の実施見込みでございますけれども、今

回1,100万円余の減額をしておりますが、こちらにつきましては国の被災者支援総合交付金

の財源を充てる予定でございましたが、こちらが不採択となったということで、その不採

択になった部分につきましては、震災学習におきましてＩＣＴを活用し、タブレット端末

等を使った教育旅行のコンテンツ強化を図るという内容と、それから沿岸教育旅行を催行

する会社に対するバスの支援というものを入れ込んでおりました。こちらにつきましては、



 11 

不採択となったために復興ツーリズム推進事業費のほうでは減額としておりますが、国の

別の東北観光復興対策交付金、こちらのほうのインバウンド新時代戦略事業のほうで実施

するということで調整をとっております。 

 それから、教育旅行のバス助成につきましては、いわて観光キャンペーン推進協議会と

いう組織がございまして、こちらを通じて助成をするということで、そういう制度で代替

を行っております。 

 このような取り組みをいたしまして、特にことしは北海道新幹線が開業いたしました北

海道からの誘客を促進するという取り組みを実施している状況でございます。 

○斉藤信委員 私は、復興ツーリズムと教育旅行の実績見込みを聞いたのです。 

○平井観光課総括課長 平成28年度の沿岸地域への観光客の入れ込み状況、それから教育

旅行の入れ込み状況については、まだ調査、集計中でございますので、実績については今

この場ではお答えできません。 

○斉藤信委員 では、後で見込みがわかれば示していただきたい。 

 災害復旧費ですけれども、205ページの台風第10号で被災した岩手県立宮古高等技術専門

校について、大体この事業費の確定で、まず完成というふうに受けとめていいのか。さら

に立派になったとか、そういう中身があれば示してください。 

○工藤労働課長 宮古高等技術専門校の復旧の関係でございますけれども、年度内に施設

設備の工事ですとか、備品の購入はおおむねもとどおりの形で現状復旧させる予定でござ

います。ただし、同じような災害が起こった場合の今後の対策の関係で、例えば職員室を

２階に移転する工事ですとか、そういった一部の工事については年度内の完成が難しいと

いうことで、まずは今年度はもとどおりの形に戻すというところまで行います。そのほか、

事務所の職員室は１階にありましたので、そこが水没して、復旧が大変だったということ

で、今後はそういったことの対応として２階に移してとか、そのほか、実習棟のシャッタ

ー改修工事とか今年度中にできないものについて繰り越す予定ですけれども、そういった

ものを除きまして今年度中に完了の予定でございます。 

○斉藤信委員 では次に、211ページのグループ補助金、これは１億7,700万円余の減額補

正になっているのですが、今年度56億8,100万円余の実績ということになります。一つは、

今年度の採択が何グループ、何社ということになるのか。それと、これまでグループ補助

金を受けた事業所の復旧状況をどういうふうに把握しているのか、そのことをお聞きしま

す。 

○高橋経営支援課総括課長 まず、先ほどあった中小企業東日本大震災復興資金貸付金の

繰り上げ償還の件数ですけれども、平成28年度の分は、１月末までで748件となっておりま

す。 

 それから、グループ補助金の今年度の交付決定件数ですけれども、平成28年度は２回の

公募でちょうど100社に交付決定をしております。グループ数としましては23グループにな

ります。ただ、この23グループは、前の年度までに採択されているグループの中で、メン
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バーが新たに今年度交付決定を受けたということもありますので、全部が新規というもの

ではありません。 

 それから、復旧の状況ですけれども、今までトータルで1,436社に交付決定し、今年度末

までで1,100社が事業完了するという見込みです。 

○斉藤信委員 1,436社がこれまで補助決定になって、1,100社が事業完了ということで、

順調だというふうに思いますが、事業完了に至らなかった、そういう事業所数はどのぐら

いありますか。 

○高橋経営支援課総括課長 事業完了に至らないといいますのは、今のところは繰り越し

とか継続をしているということがありますので、基本的には1,436社と1,100社の差につい

ては、交付決定したけれども、まだ終わっていないというものがあります。ただ、一部で、

交付決定は受けたけれども、事業着工に取りかからないでやめましたというところも若干

というか、全部で39社あります。 

○斉藤信委員 39社が破綻したということですか。 

○高橋経営支援課総括課長 破綻ということではなくて、補助事業をやめたということで

す。自分で再建したとか、あるいは交付決定を受けたのですけれども、数年間場所を待っ

ている間に年齢の関係もあってというようなところもあったり、そういうところを合わせ

ての39社です。 

○斉藤信委員 これで最後にしますけれども、1,436社がグループ補助決定して1,100社が

年度内に事業完了と。グループ補助決定の事業者のいわばフォローアップ、これがされて

いれば、その状況を示していただきたい。 

 もう一つは、今度の補正予算にもあるのですけれども、岩手産業復興機構、いわば二重

債務の問題ですけれども、これまでに110件、そのうち９件が債務返済したということが２

月14日付で報道されております。これは２億5,000万円、たしか出捐金が戻って、また来年

度予算に上げると、こういうことだと思いますが、東日本大震災事業者再生支援機構と、

今度の岩手産業復興機構のものと、どれだけ二重債務の解消が図られて、その後の経営状

況はどうなっているか把握されているでしょうか。 

○高橋経営支援課総括課長 まず、グループ補助金の事業者に対するフォローアップに関

してですが、まず一つ、国が統一的にアンケート調査を実施しております。これは、岩手

県に限らず、年に１回ですけれども、実施した事業者のほうに状況等を聞いております。

それによって、全体的な状況ということで震災前の水準以上に回復しているというのが

45.2％、震災前に達していないというところが54.8％ということになっています。それか

ら、県としても、全部ではないのですけれども、グループの代表とかに現地に行ってお話

を伺うというようなこともしております。ただ、体系的な数字としては、この国のアンケ

ート調査ということになります。 

 それから、二重債務の関係で言いますと、岩手産業復興機構と東日本大震災事業者再生

支援機構の二つの機関が買い取りをしておりまして、今までの支援決定の件数は、東日本
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大震災事業者再生支援機構が165件、それから岩手産業復興機構が110件の買い取りという

ことになっています。 

○斉藤信委員 答弁漏れだったので。新聞記事でももっとリアルに報道されているのだけ

れども、岩手産業復興機構については、110件中９件が債務返済をしたと、こういうことな

のです。だから、この110件、これもフォローアップを岩手産業復興機構がしているのです

よね。そこの状況をわかるだけ示していただきたいと。東日本大震災事業者再生支援機構

のほうは、これは数しかわからないでしょうが。 

○高橋経営支援課総括課長 ９件返済というのは、もともと買い取ったところは10年後に

お返しするというものだったのが、予定より早まって返したというところが９件というこ

とですので、これは計画が前倒しになって進んでいるということです。お話があったとお

り、岩手産業復興機構のほうでも事業者をフォローアップしていまして、おおむね順調と

いうところが28.9％、やや不振と不振というところが大体４分の３ということになってい

ます。岩手産業復興機構のほうでヒアリング等したところではそうのようになっておりま

す。 

○斉藤信委員 私も先日、山田町、大槌町、そして陸前高田市と見てきましたけれども、

被害の大きいところはやっと盛り土の造成が完了しつつあって、これから特に商工業者は

事業所、店舗を再建すると。本当にこれからです。だから、グループ補助金の申請も来年

度かなり出てくるのではないかと思いますが、商業者に聞くと、通常、店というのは商圏

があって進出するのだよね。例えば店舗の周囲500メートル範囲でどのぐらい消費人口があ

って、どのぐらい売り上げ見込めるか。しかし、大槌町とか陸前高田市とか山田町という

のは、逆に言えば商店街先行型なのです。これは、今までの商業の発想では対応できない

極めて新しい挑戦です。私はそういう点で、これから被災地の中で先行的に商店街を再建

する、中心市街地を再建するという点で、県、市町村が一体となって知恵を出してやらな

いと、本当にこれはうまく進まないと思うので、最後部長に、私はこれからが正念場だと

思うけれども、その点での県の積極的な対応についてお聞きしたい。 

○菊池商工労働観光部長 中心市街地を初めとしまして、復興まちづくりの進展に応じて

商業集積、商業再生、そして地域全体の再生が進むという認識は一緒だと思っております。

我々も国に対してグループ補助金の継続とかの対応について、そういった観点から、これ

からまちづくりが本格化し、商業の関係者を中心にグループ補助金の需要がふえてくるな

どということで、さまざまな要望をしているところでございまして、その認識は今も変わ

っておりません。 

 また、実際個々の事業者が再開していくに当たって、いろいろなハードルがあります。

経営相談等の対応もしっかりとしていかないと、見通しを持った再開、１回にお金をどん

と使って再開することだけではない、運転資金にどういうのを用意して、どういう展開を

して次の投資をしていくといった段階的な経営計画など、今まで余り考えたことがなかっ

た部分、それはおっしゃるとおりです。まちづくりと並行して商売が展開していくという
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ことですので、そういった継続的な支援、経営相談、指導支援などイロハのところから必

要になってくると思いますので、さまざまな支援制度も御案内のとおり用意しております。

それをどう上手に使いながら、持続的な事業経営に向けた再開が進んでいくかということ

は、地元の事業者と最も密接に接している地元市町村、そして商工指導団体の日ごろから

の支援対応が重要となってきます。そういった意味で、我々も重層的支援とか伴走型支援

という形で、そういう活動に必要に応じて参画させていただいていますし、いろんな支援

もしているわけですが、県、市町村、商工団体が一緒になって、再生に向けてさらに頑張

っていきたいと思います。 

○名須川晋委員 事業復興型雇用創出助成金についてお伺いいたしますけれども、この事

務はどこに委託をしていたか、まずそこからお伺いします。 

○高橋雇用対策課長 事務につきましては、委託の形で実施しておりまして、今年度は株

式会社パソナ・盛岡のほうに委託をしております。 

○名須川晋委員 パソナ・盛岡ということですが、目標として800人の新規を見込んでい

て、結局そこが六十数名です。そうした場合でも、固定費は同じにかかっているわけです。

そうすると、七百数十人分の仕事はしなかったということで、多分継続よりは新規のほう

が相当に仕事の量が多いと思うのです。そうしたときに、固定費はそのままかかって、実

際の仕事がなかったということになれば、業務内容に応じて委託費が変わるのかどうか。

つまり過大に新規の雇用者を見積もっていて、実際はその作業量が10分の１以下だったと

いうことになるのかどうか、その辺をお聞かせください。 

○高橋雇用対策課長 事業復興型雇用創出助成金につきましては、認定から３年間支給す

るものでございまして、これまでの認定件数の累計によりまして、事務量が高どまりにな

ってきております。また、制度改正が年々ございまして、審査が複雑化している状況にご

ざいます。そうした中で、平成28年度につきましては、新規の申請や継続申請は平成27年

度に比べ減少すると見込んでおりますけれども、早期の事務処理を図るために、平成28年

度途中で事業が完了する事業所の実績報告書の事務を追加する予定としておりまして、全

体としては平成27年度と比べ事務量に大きな変動はないと見込んだところでございます。

このため委託料についても大きな減少とならないところでございます。 

○名須川晋委員 それは、年度の中で変動するわけですか。事務の作業量によって変動す

るわけですか。結局七百数十人分の費用はかからなかったけれども、作業量としてはふえ

ているので、ならせば同じだという考え方でいいのでしょうか。 

○高橋雇用対策課長 制度が非常に複雑化しておりまして、１事業所に係る事務処理時間

が以前よりもかなりかかっているという実態なども考慮いたしまして、平成28年度の予算

としているものでございます。先ほどお話のありましたとおり、委託料は今後事務量の変

化に応じて見直していくということで考えてございます。 

○名須川晋委員 先ほど斉藤委員の話で初めて知ったのですけれども、来年度、事業復興

型雇用確保助成金という制度ができるわけですね。この事務も委託になるわけでしょうか。 
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○高橋雇用対策・労働室長 平成29年度事業についても同様の、前さばきの部分について

は委託をするという予定でございます。先ほどの年度内の実績についての話なのですけれ

ども、これは例えば終わっている平成27年度、最終契約、予算でもって契約するわけです

が、これは精算払いということで、実績で申しますと、例えば1,000万円以上の支払いにつ

いては精算で減額した支払いになっています。つまり、固定費の部分は当然事務所の経費

とか、それから事務作業分の人件費というものについては当初の部分でございますけれど

も、作業量としての件数なりの実績部分は精算払いという形でございます。 

○髙橋但馬委員長 ほかにございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。各案件は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 御異議なしと認めます。よって、各案件は原案を可とすることに決定

いたしました。 

 次に、議案第69号職業能力開発校条例の一部を改正する条例及び議案第70号産業技術短

期大学校条例の一部を改正する条例、以上２件は関連がありますので、一括議題といたし

ます。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○工藤労働課長 議案第69号職業能力開発校条例の一部を改正する条例及び議案第70号

産業技術短期大学校条例の一部を改正する条例につきましては、いずれも平成28年台風第

10号の被災者に係る入校、入学検定料等の免除に関する改正でありますことから、一括し

て御説明申し上げます。 

 議案（その４）の４ページと５ページをお開き願います。なお、説明は便宜お手元にお

配りしております資料、職業能力開発校条例の一部を改正する条例案の概要及び産業技術

短期大学校条例の一部を改正する条例案の概要によりまして御説明をいたします。 

 まず、１の改正の趣旨でありますが、平成28年台風第10号により甚大な被害を受けたと

認められる者に係る入校検定料または入学検定料、入校料または入学料及び寄宿舎料の免

除について定めようとするものであります。 

 次に、２の条例案の内容でございますが、授業料につきましては、職業能力開発校条例

第11条及び産業技術短期大学校条例第14条の規定により免除が可能となっており、また入

校検定料等につきましては、平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により甚大な被害を

受けたと認められる者に対しては、それぞれの条例の附則の規定により免除を行っている
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ところでありまして、今般の平成28年台風第10号により甚大な被害を受けたと認められる

者に対しても、同様に入校検定料等の免除規定を定めようとするものでございます。 

 次に、３の施行期日等でございますが、これらの条例は公布の日から施行し、平成28年

９月１日以後に納付された入校検定料等について適用することとするとともに、あわせて

納付済みの入校検定料等が免除となった場合に、還付することができることとするための

経過措置を講じようとするものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○髙橋但馬委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○斉藤信委員 これは大変いいことだと思いますが、平成28年９月１日以降に納付された

ものも適用して返還すると、こういうことですよね。在校生の中にどれだけの対象者がい

るのか。あとは、来年度入学予定者はもう決まっていますが、予定者の中にこの対象とな

る学生がどのぐらいいるのか示してください。 

○工藤労働課長 免除の対象予定者の見込みでございますけれども、まず今年度につきま

しては宮古高等技術専門校に在校していて寄宿舎に入っている学生のうち11名が今般の台

風第10号の被害で寄宿舎料と授業料、授業料は既存の条例で免除対象となりますけれども、

この改正により、授業料に加えて寄宿舎料が免除の対象となる見込みでございます。 

 それから、来年度の入学が決まっている方々につきましては、これまでの受験者のうち

免除対象となる方は確認されておりませんが、既に受験が終わって、受験者の方々全員と

連絡をとって確認するまでには至っておりませんので、それから引き続き募集を行ってい

る学科もありますので、そのところは確認はとれておりません。ただ、全体の被害状況と

いいますか、これまでの沿岸、今回の岩泉町とか宮古市からの入校生の状況からすると、

来年度の入学者の中で計算いたしますと２名程度は免除の対象者が出ると見込みまして、

来年度の予算等を考えているところでございます。 

○千葉伝委員 条例案の概要ということで、この議案第69号、次の議案第70号の資料を見

せていただきました。調べればわかるかもしれませんが、入校検定料、入校料、寄宿舎料

が幾らなのかというのが資料ではわからないので、もしできればこれを出すときには、現

在こういう金額になっています、この分が免除になる予定ですとかが記載されていればと

思いますが、ちょっと金額をお聞きしたい。 

○工藤労働課長 今回改正の対象としております入校検定料、入校料、寄宿舎料について

でございますが、まず職業能力開発校、千厩、宮古、二戸の高等技術専門校につきまして

は、入校検定料は2,200円、入校料は5,650円、そして寄宿舎料が学校によって違いまして、

千厩高等技術専門校は月額700円、それから宮古高等技術専門校、ここは２人部屋のところ

が700円、１人１室のところが1,400円、いずれも月額でございます。それから、二戸高等

技術専門校の寄宿舎料は月額1,000円でございます。 

 産業技術短期大学校の入校検定料は１万8,000円、入学料は、県内にお住まいの方は13

万5,400円、そのほかの方々は20万3,000円、これは産業技術専攻科以外でして、産業技術
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専攻科は入学料６万7,700円でございます。そして、寄宿舎料は、月額で4,300円というこ

とでございます。 

 お話しいただきました資料のつくり方について、今後気をつけさせていただきたいと思

います。 

○髙橋但馬委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。各案件は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 御異議なしと認めます。よって、各案件は原案を可とすることに決定

いたしました。 

 以上をもって商工労働観光部関係の議案の審査を終わります。 

 この際、何かありませんか。 

○ハクセル美穂子委員 当初予算に係る案件ですが、いわてインバウンド新時代戦略事業

費ですが、訪日外国人の受け入れ体制の充実強化を引き続き支援するとあります。これは、

Ｗｉ－Ｆｉなどの整備を見込んでいるのでしょうかということをまず確認したいと思いま

す。 

○平井観光課総括課長 外国人の受け入れ環境整備に対する支援でございますけれども、

こちらは平成27年度から実施しているものでございまして、当初はいわゆるＷｉ－Ｆｉ、

無料公衆無線ＬＡＮ、外国語のホームページなど、それから施設内における多言語表示、

こういうものを支援対象としておりました。また、今年度から新たに和式トイレの洋式化

というものもメニューに加えておりまして、さらに12月補正予算におきまして、和室の洋

室化も新たたなメニューに加えた上で増額の補正措置をしております。平成29年度におい

ても、同様の和室の洋室化まで含めて補助対象ということで計上しておりますが、12月補

正予算で計上しておりました経費につきましては、まだ国の変更交付決定を受けていない

状況です。こちらにつきましては今月交付決定を受けるものでございますので、繰越明許

ということで計上させていただいております。来年度当初予算とあわせて、国の交付決定

を受けましたらば、そちらのメニューも追加して支援していこうということでございます。 

○ハクセル美穂子委員 和室の洋室化、これをやってくださるというか、そういうのもメ

ニューに入れてくださるということは非常にいいことだと思います。私の地元の大きな旅

館経営者の皆さんも、仲居とか、布団の上げ下げをなさる従業員の皆さんが高齢化してき

て、そして人材も不足していて、非常に大変だというようなお話を聞いております。それ
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から、業務を効率化するためには、和室で布団を上げ下げではなくて、やっぱりベッドだ

という部分もあるということですので、ぜひたくさんの旅館の方に周知していただいて、

この事業を活用していただきたいと思います。 

 それから、もう１点は、朝食が和室の広間だと結局仲居の数も必要で、なかなか対応で

きないということがあるそうですので、大広間の洋室化で朝食のバイキングとか、そうい

ったものにも対応できるようなことも、皆さん、インバウンドというとそういう部分も考

えていらっしゃるようですので、そういったメニューもできないかどうかという検討をぜ

ひしていただきたいと思いますが、どうですか。 

○平井観光課総括課長 外国人受け入れ環境整備支援の補助制度の運用につきまして、ホ

テル、旅館、それから商店街の方々の御意見を聞きながら、こちらといたしましては外国

人観光客の受け入れ環境というテーマでございますので、どういう形にすればより外国人

のお客様を受け入れやすく、またそれがたくさん来ていただけるような仕掛けになるかと

いうものを、御意見を聞きながら事業メニューを組んでおります。ただし、これは、先ほ

ど申し上げましたが、財源として国の交付金を入れておりますので、国のほうの事業スキ

ームとの調整もございますので、そういうところを調整しながら、よりよい制度にしてい

きたいと考えております。 

○工藤誠委員 それでは、新年度予算関係でちょっと最初にお聞きします。新しい事業と

して県北広域産業力強化促進事業費補助1,000万円ということで、事前に資料をいただいて

おりました。それで、おおむね理解はしたつもりでおりますけれども、改めて事業の目的、

事業対象、補助率、どのような考えのもとに設計されたかということの詳細をお知らせく

ださい。 

○戸舘ものづくり自動車産業振興室長 当初予算に提案させていただいております県北

広域産業競争力強化促進事業費補助でありますけれども、これは県北広域地域におきまし

て、誘致企業のみならず地場の企業も含めてになりますけれども、生産性の向上ですとか

付加価値の向上、こういったことに取り組む企業の設備投資を支援しようと、それによっ

て産業競争力を高めていこうという目的の事業でございます。 

 補助対象の内容ということですので、補助対象業種ですけれども、製造業、ソフトウエ

ア業、その他、県の承認に基づいて市町村が指定するものというふうにしておりまして、

これは市町村から地元のどういう業種のところを強化していきたいかというところも幅広

く受け入れながら業種を決めていきたいということで、そういった要件にしております。

対象経費は、機械装置費ですとか、工具器具費ですとか、原材料費、それから技術指導費、

教育研究費、委託費、一般工事費、こういった形で設備投資等に幅広く対応できるような

対象経費としております。 

 補助額でありますけれども、これは補助対象経費の３分の１以内ということにしており

まして、その２分の１を県が、そして２分の１を地元市町村がということで、協調補助と

いう形をとっております。 
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○工藤誠委員 それで、まずちょっと中身をお聞きしますけれども、県北地域ということ

でありますので、県北広域振興局管内と捉えていいのかということまず一つです。 

 それから、この対象業種の中に製造業、製造業にもいろいろな範囲があると思うのです

けれども、製造業があります。それ以外にソフトウエア業と自然科学研究所というものが

出てきていますが、私、自然科学研究所というのは漆のことを指すのかとちょっと思った

のですが、具体的に想定されている中身を教えていただきたいということであります。 

 それから、地元の要望に沿ったということであります。地元からそういう要望があった

ということでありますから、予算要求される段階ではどういう業種が想定されているのか、

何社程度が想定されているのか。当然そういうものは制度設計をする段階でつくってあっ

て、財政課に予算要求して認めていただいたと思いますので、そこの具体的な業種とか、

どういう中身なのかということを教えていただきたい。 

○戸舘ものづくり自動車産業振興室長 補助対象業種でありますけれども、既存の企業立

地促進奨励費補助に対象業種を基本的に合わせておりますが、済みません、自然科学研究

所のところについては、ちょっと時間をいただきたいと思います。 

 対象の市町村ということですけれども、県北広域振興局管内の８市町村です。 

○工藤誠委員 答弁漏れです。予算要求段階でどの程度のものを想定されたか。 

○戸舘ものづくり自動車産業振興室長 この補助事業を事業化するに当たりまして、地元

市町村とは、ほぼ１年間になりますけれども、長い時間をかけ、いろいろ意見交換もし、

私どものほうからも市町村に出向いて、どういった仕掛けが必要なのかということの意見

交換しながら立案させていただいております。 

○工藤誠委員 だから、何ですかということを聞いているのです。 

 もう１回聞きますけれども、制度設計をし、予算要求する段階で想定された業種とか企

業数はどういう内容ですかということです。 

○戸舘ものづくり自動車産業振興室長 市町村からは活用見込みがあるものとして、例え

ば、二戸地域からは食品関係の企業とお聞きしておりますし、洋野町からも食品関係、そ

れから野田村からはエネルギー関係の企業が活用する見込みがあるのではないかというこ

とも聞いております。それから、一戸町からは電子関係ということで、それ以外にもいろ

いろ潜在的なニーズがあると思いますが、この補助事業は公募で対象の事業所を選定する

ようにしておりますので、その中で実際に手が挙がってくるものと、こう思っております。

予算額1,000万円でありますので、それほど多くの採択件数にはならないと思いますが、事

業費規模で1,000万円以上を対象にするということにしておりますので、最多でも６件。そ

れ以上の規模の事業要望が出てきてそれを採択するということになりますと、件数はもっ

と少なくなると思います。 

○工藤誠委員 いろいろ地元から要望があったということであります。それで、今室長か

らの答弁で６件程度予定しているということですが、仮に3,000万円を投資して、そして３

人以上の雇用が確保されたと、そうすると３分の１の補助なので1,000万円。そういう例が
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あるかどうかわかりませんが、1,000万円の予算で大丈夫ですか。その際は補正をするので

すね。 

 そして、もう一つは、これは年数は当然複数年だと思いますけれども、何年程度の継続

を想定されているのか。 

 そして、新規雇用３人以上と、この資料ではありますけれども、想定された期間内、制

度設計された期間内で、何人の新規雇用なり従業員数を伸ばそうとしているのか、そこを

お伺いします。 

○戸舘ものづくり自動車産業振興室長 今1,000万円の予算で事業化をお願いしておりま

す。基本的にはその中で公募等の方向で効果の高い事業を選んでいきたいと思っておりま

して、まだ当初予算を提案している段階でありますので、現時点でこの予算の効果という

ところまでは考えておりませんが、そこは状況を見ながら検討させていただきたいと思い

ます。 

 それから、基本的にこれは単年度の事業でありますので、次年度以降についても考え方

は同様でありまして、その事業効果等を見きわめて検討していきたいと思います。 

 次に、何人の雇用を見込んでいるかということでありますけれども、１件当たり雇用の

要件が３人ということになっておりまして、先ほども申し上げました、最大６件、もし６

件を採択したということになりますと、18人以上ということになるわけですけれども、投

資額が小さい中で雇用を大幅に拡大していくというのはなかなか厳しいだろうと思ってお

りますので、まずは２桁に到達するぐらいのところをめどに頑張っていきたいと考えてお

ります。 

○工藤誠委員 確認ですけれども、いただいた資料には企業立地促進奨励事業費補助、一

部そういう補助要件が緩和されたということになっていますが、これと今の新規事業との

関連で、両方リンクするような形のケースもあり得るということでしょうか。これは、あ

くまで地場企業だけの話であって、企業立地の場合はまた別だということで、これリンク

することはあり得ないということでよろしいでしょうか。 

○戸舘ものづくり自動車産業振興室長 企業立地促進奨励事業費補助のほうは誘致企業

だけが対象ということになりますので、新規にする誘致企業、それから誘致企業の中で増

設をするというところが対象になってまいります。新規の県北広域産業力強化促進事業費

補助のほうは、これは誘致企業、地場を問わずということでありますので、この事業目的

にかなう企業であれば対象にしていくということになります。 

○工藤誠委員 ぜひ積極的にＰＲしていただいて、しっかりと活用していただきたいと思

います。 

 それから、もう１点、新規事業で、いわての漆産業新時代開拓事業費1,400万円というこ

とで、新聞報道等にもありましたけれども、浄法寺漆の地元、二戸市では１億円を予算措

置して、今後原木管理とか漆かき職人の育成を行うということであります。それに呼応し

てというか、一体となって県も今回取り組むというこの事業だと思いますので、この中身
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を詳細に教えていただきたいと思います。 

○高橋地域産業課長 漆の振興についてでございますけれども、委員からお話ありました

とおり、漆につきましては平成27年に国のほうで、国宝、重要文化財に国産漆を使用する

という方針が出されまして、以前から二戸市が中心となってそういった漆振興に取り組ん

できたところでございます。ただ御存じのとおり、国産漆の需要が多いにもかかわらずな

かなか供給が追いつかないという状況がございます。国産漆生産地として国内ナンバーワ

ンという状況を踏まえまして、県としても地元のこういった取り組みを支援していこうと

いうことで、今回新たに来年度予算で要求させていただいているところでございます。 

 内容につきましては、県内でも県北中心に漆の産地がございますし、県内の漆に関係す

る市町村と連携をとりまして、まず県全体で漆振興を図る推進体制をつくっていきたいと

いうことで、地元、関係市町村、それから県の関係機関、当然商工サイドだけではござい

ませんので、つくる側の農政サイドだとか、それから国の機関もございますし、関係団体、

地域をつくる団体もございますので、そういったところと連携をとりながら推進体制をつ

くりたいということが一つ。 

 それからあとは、漆についてもっともっと皆さんに知っていただきたいということで、

関係者含めて一体になって、住民向けとか、それから漆器に関係する方々に漆文化とか、

これまでの取り組みというところの普及啓発を図っていきたいということで、漆をテーマ

にしたシンポジウムを来年度開催したいということがございます。さらに、さまざま漆の

普及を図っていくための映像を含めた情報発信のコンテンツ作成も来年度から取り組みを

進めていきたいということで、それらあわせて来年度事業の中で取り組みを進めていきた

いと考えております。 

○工藤誠委員 ようやく動き出したかという感じもしないではないのですけれども、新時

代開拓事業ということで、非常にすばらしい事業だなというふうに見ています。ただ、原

木の確保とか、それから漆かき職人の育成とかというのには時間がかかると思います。原

木も15年ぐらいかかるということですし、そういうことで、こういう新時代開拓事業を進

めていく、当然単年度ではないでしょうから、これについても制度設計を何年間の中で、

どういうふうに目標を立ててそれを達成していこうとお考えになっているのか、その具体

的な組織の中身であるとか、それから目標設定をちょっと教えていただきたいと思います。 

○高橋地域産業課長 漆についての目標についてでございますけれども、先ほども申し上

げましたとおり、今国の重要文化財で使用する国産漆は、データ的には国のほうで２トン

必要という状況の中で、国産で賄えるのは１トン程度ということで、約半数だという状況

がございます。生産につきましては、２年ほど前から県北広域振興局のほうでも漆原木の

実態調査というものを実施しておりまして、増産に向けて、現在漆の原木がどの程度あっ

て、実際どの程度の増産ができるかというところを考慮しております。先ほど申し上げた

国産の需要を賄えるようなものとして、今ちょうどその実態を踏まえて目標をはじこうと

するところでありまして、平成27年度の県内生産量が821キログラムというところでござい



 22 

ましたので、まずこの生産量をふやしていくというところがございます。ピークのころに

１トン生産がございますので、それに近づけるような生産をまずつくっていくというのが

一つでございます。 

 それから、漆かき職人につきましては、現在地元二戸市のほうでさまざまな取り組みを

進めておりまして、今年度地域おこし協力隊という制度を活用いたしまして、全国から公

募して、現在２名ほど漆かきの研修を積んでいます。二戸市のほうで１億円の予算を組ん

でいる事業の中でも、さらに来年は３人、そういった漆かき職人の公募をかけながらふや

していくという状況でございます。まず漆かき職人につきましてもふやしていくというこ

とで、今のところそういった目標を持ちながら取り組んでいるところでございます。 

 事業全体といたしましては、来年度スタートいたしまして、当面はそれぞれ３年の計画

のところで動かしているところでございますけれども、さまざま課題的なものもたくさん

ありますので、これから関係者とも協議を進めながら、その辺のところはきちっとした目

標を定めながら取り組みを進めていきたいと考えております。 

○工藤誠委員 必要数２トンで、現在は800キログラムちょっと。全体で見れば、今、日

本で使われる漆の98％が中国産だと言われています。国産の漆の中では二戸地域、浄法寺

漆が多いということです。これを生産して高めていくには、私は相当の努力が必要だと思

います。98％が中国産、外国産です。それで、国内産が１トンしかない。そのうち県内産

が800キログラムです。それをやるには相当の努力が必要だと思います。幾ら文化庁が文化

財の修復に使うとか、そういう追い風があるにしても、何万本の原木が必要で、何十人の

かき手が必要なのか。そういうことをしっかりと考えてやらないと、実際の話できません

よ。私は、現場にいてそう思います。かき手も高齢化してきていますし、１年に２人か３

人入ったといっても、とても間に合わないです。そして、原木は15年という期間もかかる

わけです。かき殺しして、次に新しい木も出てくるわけですけれども、時間もかかるもの

ですから、もうちょっと力を入れていただきたいというのが率直な思いです。一歩一歩進

んでいくことについては、よろしいというふうに思っていますので、ぜひ進めてください。 

 それから、もう一つ、この部分の最後ですが、浄法寺漆にこだわりますかと。というの

は、二戸市の浄法寺地区でしかつくってはいけないものが浄法寺漆なのでしょうか。私は、

県内でもたくさんそういうものをＰＲして、原木を植えて、そして漆かき職人も育成して

いただいて、岩手漆でいいのではないでしょうか。そういう考え方はできないものでしょ

うか。確かに二戸市の浄法寺漆というのは伝統もあり、職人もいますけれども、さっき言

ったとおり、もっと量をふやしていく、後継者をふやしていくというのであれば、商工労

働観光部だけの問題ではないとは思うのだけれども、もっと岩手全体でというような大き

な考えで取り組むことできないものでしょうか。 

○高橋地域産業課長 漆の生産でございますけれども、委員からお話がありましたとおり、

二戸市に限ったことではございませんで、現在漆原木の状況につきましては、二戸市のほ

うで調べたデータを見ますと、二戸管内に漆林というのがあって、採取可能なのは17万
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8,000本ありますということがございます。そのほかに、実は一戸町ですとか、軽米町とか、

九戸村のほうでも、それぞれ漆の木がございます。あと、隣の青森県の三戸町とか田子町

のほうにもそういった漆があるということで、漆かき職人が浄法寺中心にいらっしゃって、

浄法寺の漆かき職人がかいたものを浄法寺漆という形でやっておりますけれども、そうい

ったところが中心になっております。それで、先ほど推進体制の話の中で、関係する市町

村で県南の奥州市胆沢区のほうにも漆の木があったりとか、各地で点在しているというと

ころがありますので、委員から御提案のとおり、そういった取り組みについては大きく広

げながら、進めていく必要があると考えております。 

○工藤誠委員 ぜひまずそのことを進めていただいて、推進協議会みたいなものをつくる

ようですから、そこの意見交換をしていただいて進めていただきたいと思います、せっか

くの貴重な資源でありますので。 

 それから、また別の質問ですが、２月26日にアパレルの関係で北いわて学生デザインフ

ァッションショーというのが開かれました。副知事、それから菊池部長にもおいでになっ

ていただいて、すばらしいショーだったと思っていますけれども、事前にいただいた資料

では、アパレルの生産出荷額、県内全体に対して県北は15％程度しかないということです。

地元のアパレルの業者の方は、北岩手はアパレルの聖地だということで一生懸命頑張って

いるわけですけれども、今のアパレル業界、特に私は北岩手の話しかしませんが、現状と

課題をどういうふうに捉えているかお聞きしたいと思います。 

○高橋地域産業課長 アパレルの現状と課題ということでございますけれども、県北地域

におきましてはアパレルの事業者数が、ほかの地域に比べると割合が高いという地域でご

ざいます。現在県内のこういった繊維関係の事業者数ですが、県全体で178事業所がござい

ます。そのうち県北地域におきましては、事業所数で24事業所になります。それから、従

業者数につきましては、県全体では5,111名という中で、県北では1,039名。今申し上げた

のは平成26年度のデータになります。こういったような状況でございます。 

 実は、これらの事業所数、それから従業者数とも、年々減少傾向にございまして、県内

の繊維関係の縫製事業者、先ほど平成26年度に178事業所と申し上げましたけれども、５年

前の平成22年度は207事業所ということで、約30事業所が減少しているという状況になって

おります。従業者数につきましても同様に、県全体では先ほど5,111名といったところ、平

成22年度では5,670と名いうことで、こちらのほうも従業員が減少傾向にあるということで、

事業所数も減少しておりますし、あと御存じのとおりアパレル業界が大分厳しい状況にあ

ると。百貨店中心の高級ブランドが一時期流行したこともありましたけれども、現在は低

価格でかなり安く手に入る、ユニクロに代表されるような製造から小売までの一貫生産と

いうものが出てまいりまして、県内でも経営状況が厳しいということは把握しております。 

 こういった課題のなか、県北地域におきましては、製造品出荷額で申しますと、実は年々

増加傾向にございまして、平成26年に県全体で製造品出荷額が252億円という中で、県北の

ほうで…… 
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○髙橋但馬委員長 執行部に申し上げます。答弁は簡潔にお願いします。 

○高橋地域産業課長 申しわけございません。その中で、製造品出荷額を伸ばしていると

いう状況がありますので、こういったところもさらに支援していく必要があるということ

でございます。課題のところが長くなって申しわけございません。 

○工藤誠委員 質問の仕方も悪かったかもしれません。いろいろそういう厳しい中でも頑

張っているということは聞いていますので、ただ在庫の問題であるとか、資金繰りの問題

であるとか、いろいろ厳しい状況が聞かれてきますので、改めて支援をいろいろな部分で

お願いしたいと思っています。 

 それで、アパレルという場合、縫製業なわけです。過日、産業振興・雇用対策調査特別

委員会で山梨県甲府市の近藤ニット株式会社に行ってきました。そこは130人ぐらいの会社

でしたけれども、デザインから縫製、そして直営販売店を持っているのです。山梨県です

から都会が近いので。これからの北岩手のアパレルは、ただ単に縫製だけで終わるのか。

今文化学園とも提携してファッションのこともやっているのですけれども、自社ブランド

も立ち上げながら、そちらの開拓、販売のほうまでしっかりやっていくのか、ただ単にＯ

ＥＭで受託ばかりやってくのか、どちらの方向を向いてやっていくべきと県は考えている

のか、そこをお伺いしたいと思います。 

○高橋地域産業課長 今の御質問は、ＯＥＭか、自社ブランドでいくかというところでご

ざいますけれども、縫製事業者がそれぞれつくるアイテムですとか、それから経営の仕方

はまちまちでございまして、ほとんどの県北の事業者についてはＯＥＭ、受託という格好

でつくる工場というのが中心でございます。ただ、大手メーカーからの受託となると、発

注量が減ってしまうと会社そのものの経営が厳しくなるという現状がございますので、今

県北の中でも自社ブランドに取り組みたいというところも何社かございます。ただ、申し

ましたとおり、デザインですとか企画という部分ではまだまだ取り組みが弱いといったと

ころがございまして、今年度、先般、委員にもお越しいただいたファッションショーなど

で、北いわて仕立て屋女子会ということで、新たにそういうものづくりをやる従業員を育

てていこうという中で、自社ブランドも進めながら、なおかつあと一気に自社ブランドだ

けというわけにいきませんので、ＯＥＭも進めながら、並行してそういったところを考え

ながら進めていくという状況でございます。 

○髙橋但馬委員長 工藤誠委員に申し上げます。他の委員の発言の機会を確保するために

も御発言はまとめて、かつ簡潔にされるようお願いいたします。 

○工藤誠委員 わかりました。これで最後になりますので。前回もお聞きしましたが、い

わて産業人材奨学金返還支援制度が、12月補正予算で通ったわけですが、知事が年頭の記

者会見でしたか、ものづくり分野というものについては狭く解釈しなくてもいいのではな

いかと、バイオテクノロジーや土木など農林水産業に関係することもあり得るというふう

にインタビューに答えていらっしゃるわけです。去年の段階での８分野、自動車とかロボ

ットとか半導体とかだけではなくて、私は知事のおっしゃるとおりだと考えているのです



 25 

が、担当部として知事のコメントをどうこうと評価するというよりも、今後そういう考え

があるのかどうか、このことだけをお聞きして終わります。 

○菊池商工労働観光部長 委員御指摘のとおり、知事の年頭の表明といいますか、インタ

ビューでそういった発言をしております。我々も産業振興という大きな捉え方でいきます

と、分野はもっともっと広がっていってほしいと思っていますし、これは製造業とかのみ

ならず、サービス業であっても広がっていいと思っています。それが１回にどんとできる

かというところもございますので、ものづくり産業の、人が見えて、生産が動き、経済が

動くのが見えやすい、そこからモデルをつくっていこうということでやっておりますので、

考え方としてはどんどん広げていこうという認識は変わりありません。 

○斉藤信委員 私は、県が人口の社会減を平成32年にゼロを目指すと、こことのかかわり

で県内就職率、雇用の確保の問題についてお聞きしたいと思います。県内の大学、短大、

専修学校、高校の県内就職率、県内就職者数はどうなっているでしょうか。 

○高橋雇用対策課長 県内の地域大学等の卒業者の就職内定状況でございますけれども、

岩手労働局が報告しているものに基づき集計したものでございますが、大学につきまして

は、就職希望者が平成28年３月卒で1,929人、うち内定者数が1,853人、うち県内内定者数

が809人ということで、43.7％となっております。 

 短大につきましては、同様に、希望者数が373人、就職内定者数が366人、うち県内内定

者数が235人で、64.2％となっております。 

 専修学校につきましては、希望者数1,808人、内定者数が1,735人、うち県内内定者数が

1,008人の57.7％となっております。 

 なお、高校卒業につきましては、平成28年３月卒について、卒業者が11,905人、うち全

体の求職者数が3,027人、県内の求職者数が1,941人、全体の就職者数が3,024人で、県内の

就職者数が1,938人、県内の就職者割合は64.1％となっております。 

○斉藤信委員 今大学、短大、専修学校、高校というふうに出していただきましたけれど

も、大学の場合は平成24年が41.5％でしたので、43.7％というのは若干県内就職率は上が

っていると。短大の場合は、平成24年に70％ありましたので、これは落ちている。そして、

専修学校の場合は、これは平成26年で62.3％でしたから、57.7％というのは落ちているの

です。高校の場合は、64.1％というのは、平成19年に64.8％あったのが落ちて、やっと64.1％

に戻してきたと、こういうことです。 

 昨年で社会減が3,708人あったのです。この程度の県内就職率に甘んじていたら、ここで

積極的な目標を持たなかったら、平成32年に社会減ゼロという保証がないのではないか。

社会減ゼロにするという点で県内就職率を上げる目標になっているのか、なっていないの

か、ここをお聞きします。なければないでいいから、答えて。 

○菊池商工労働観光部長 この議論につきましては、前回の定例会のときにも、たしかこ

の部屋で委員とお話ししたと思いますが、そのときに申し上げたとおりの認識でして、も

ちろん少しでも、一歩一歩、県内就職率を上げていかなければならないと思っていますし、
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それに向けてさまざまな取り組みを、やれる限りのことはやってきていると思いますので、

今後についても引き続き強化するなど、一般質問でもお答えしているとおりでございます。

頑張ってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○斉藤信委員 だから、驚くべき答弁なのです、部長。社会減ゼロを平成32年に目指すと

いうのは岩手県の重大な戦略目標です。それをどういうふうに実現するかという、そうい

う県内就職率を向上させる目標がないと言ったら、裏づけがないということになるのです。

私はこれは重大な問題だということで、12月の一般質問でも直接知事にもだだしましたし、

取り上げているのです。 

 それで、実は大学は地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣプラス）とい

うので、県内就職率を55％に上げるというのを掲げているのです。今43.7％ですから、10％

以上上げると積極的な目標です。裏づけはまだないと思うけれども。しかし、目標は55％

に上げたと。高校の県内就職率は目標が66％なのです。今64.1％で、こういうのは目標に

ならない。高校生が減っている中で、微増の目標だったら県内就職者数は減るということ

になるのです。 

 私は、そういう意味で、12月定例会のときにもかなりリアルに示しました。全国でどう

なっているかというと、愛知県は高校の県内就職率96％、石川県は93.9％、静岡県は92.9％、

富山県は92.3％と、こういう全国トップクラスがあるわけです。では、東北はどうかとい

うと、宮城県が80.9％、山形県が78.9％、福島県が76.1％。岩手県が目標にしている66％

というのは、秋田県66.7％とほぼ同じ。東北の下位ですよ。こんなのは目標にならないで

しょう。せめて山形県並みを目指して当然なのではないかと。10％以上県内就職率を上げ

ると、こういう目標を持って取り組まなかったら、県内の雇用の確保はできないし、社会

減ゼロは達成できませんよ。そういう目標を持つべきだと考えませんか。 

○菊池商工労働観光部長 現状認識や問題意識については共有されていると思いますし、

ある目標に向けて努力していくことについて、その努力を精いっぱい、数値が高い、低い

にかかわらず、今やれる限りのことを、県がやれる限りのことは施策展開していくつもり

ですし、やっているつもりでございます。目標数値の設定の多寡ではなくて、事業の取り

組みについて御評価いただければとは思います。 

 ちなみに、ＣＯＣプラスにつきましても、県立大学と岩手大学、ほか県内大学、市町村

も絡んでいますけれども、県もそこに参画して、雇用創出もしながら学生にも理解いただ

き、県内就職に向けてベクトルを進めていこうという取り組みでして、これは一方の政策

目標の中に入る、設定している数値でもございます。県のアクションプランでも設定して

いる目標値でございまして、それらも総合的に取り組みながら、収束するところは社会減

ゼロに向けたさまざまな取り組みを一生懸命やっていきましょうということですので、御

理解いただきたいと思います。 

○斉藤信委員 雇用対策を担当する部長としては、本当にこの姿勢が問われますよ。目標、

計画なくして、どうしてできるのですか。こんな低い目標で、どうやって意欲が出るので
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すか。私は、大学の県内就職率55％というのは積極的な目標だと思います。実は、一番高

い北陸で55％なのです。実績ですよ、北陸で。そこまでいくという目標で、私は大学の県

内就職率を高めるという点でいけば、大学任せにしないで、行政、県内中小企業一体とな

った取り組みをやらなければいけないと思います。同時に、短大もそうだし、専修学校が

就職者数は1,100名で一番多いのです。まだそれでも57％です。これも７割を目指すとか、

そういう形で取り組みをやらなかったら必要性が出てこない。 

 県内就職率の問題にちょっと立ち入って話をすると、県立高校の県内就職率一覧を調べ

ました。高いところもあれば低いところもあるのです。例えば盛岡工業高等学校は43％で

す。盛岡商業高等学校は50％。そして、黒沢尻工業高等学校は56％、工業高校としては高

いほうです。水沢工業高等学校42％、一関工業高等学校47％、こういう低いところがある

のです。工業の伝統校はリーマンショックのときにお世話になったとか、比較的いい企業

に先輩が就職しているという、そういう実績、歴史があると思うけれども、しかし10％程

度そこでも引き上げていくという発想がなかったら、この率は変わりませんよ。 

 高いところをちょっと紹介すると、例えば平舘高等学校なんかは96％、地域の学校とい

うのは地元にどういう役割を果たしているかわかりますね。花巻青雲高等学校は69％です。

意外と岩谷堂高等学校なんかは81％で高い。専門高校では、釜石商工高等学校は74％、宮

古工業高等学校は72％です。だから、同じ専門高校でも30％近いこれだけの差があるわけ

です。就業支援員を配置していると思うけれども、この就業支援員の今の発想は、就職率

を高めるという、早く就職率100％にすると。率直に言って県内の就職率を高めるという発

想はないのだと思う。だから、そういう点で目標を持つことが大事だと言っているのです。

盛岡工業高等学校でも、黒沢尻工業高等学校でも、水沢工業高等学校でも、あと10％県内

就職率を高めると、そういう意識性を持って取り組む必要があるのではないかと思います

が、いかがですか。 

○菊池商工労働観光部長 目標数値が幾つかということは別としまして、委員御指摘のと

おり、就業支援員等々、一生懸命日々活躍してもらっていまして、その目指すところは一

人でも多く県内就職者に結びつくよう努力しているのは変わりありません。また、各高校

においても御理解いただいて、進路指導等において、さまざまな説明等を尽くしていただ

いておりますので、今後いわてで働こう推進協議会の動きとか、これはるるこれまでも御

説明してきましたので言いませんが、県、市町村、そして各団体のそれぞれの取り組みが

相まって、さらに就職率、就職者数が上がってくるということを期待して施策に取り組ん

でいきますので、どうぞよろしくお願いします。 

○髙橋但馬委員長 斉藤委員の質問の途中でありますけれども、この際、昼食のため、午

後１時まで休憩いたします。 

   〔休憩〕 

   〔再開〕 

○髙橋但馬委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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○斉藤信委員 では、若干続けさせていただいて、社会減をゼロにするという、これは県

の本当に重要な戦略目標で、これを達成するためにも県内での就職率を高めるというのは

最も重要な課題になっていると。そこで、大学は43.7％を55％に高めるという目標を持っ

ているわけです。だから、高校も、せめて10％以上は上げるという、こういう目標を持っ

て、先ほど私は県内県立高校の実態についてお話をしました。かなりでこぼこがあります。

だから、それぞれの学校にふさわしい目標を持って、そしてそのために必要な対策を考え

て取り組むようにしていただきたい。私はいわてで働こう推進協議会の資料も見ましたけ

れども、残念ながら切実感、緊迫感が感じられなかった。 

 私は、この間ふるさと創生・人口減少調査特別委員会で福井県に行ってきました。金沢

市にも行ってきました。あそこは先進地です。県内就職率も全国トップクラス、大学もそ

うなのです。そこでどういうことをやっているかというと、北陸３県での県内就職率を高

める調査事業をやっているのです。一番積極的に取り組んでいるところで、こういう調査

事業をやって、そして提言も出している。大変大事な中身で、提言だけ簡単に紹介をしま

すと、学生目線でリアリティーのある情報提供。二つ目は、企業内での採用活動の体制強

化ということで、インターンシップや見学会を含めて中小企業の採用活動の体制強化。だ

から、中小企業なんかでは、社長が先頭になって大学に行って企業説明をやっているので

す。そして、三つ目は、地元の大学と連携した出会いの充実強化。学生へのヒアリングで

は、地元の中小企業に出会う機会がない、決定的に。そういう出会いの機会をどういうふ

うに行政も一緒になってつくるかということです。地元を知らないで、県外に、首都圏に

行くのです。そして、四つ目は、地域としての環境整備。これは、行政を初め地域が環境

整備を行う必要がある。これはＵ・Ｉターンを含めて、どう呼び戻すかということで、首

都圏から呼び戻す、そして呼び戻す地元の環境ということで、大変充実した調査内容と提

言が出ていましたので、私はそういう実態、現状を正確に把握して積極的な対策を機敏に

とっていただきたい。部長の見解を求めます。 

○菊池商工労働観光部長 福井県、北陸における取り組みについては、委員から重要な柱

立て四つほど御紹介いただきましたが、そのとおりの内容は私も承知しております。これ

はＣＯＣプラスという取り組みで、全国各地の地方大学が中心となって取り組んでいると

ころでありまして、我々もその岩手版ＣＯＣプラスに参画して、取り組みを進めることに

していますので、そういったことを参考にしながら取り組んでいくことは当然念頭にあり

ます。 

 また、企業の採用力の強化等については、本県でもこれまでも取り組んできておりまし

て、情報発信の仕方とか、あるいは大手サイトへの掲載、情報発信支援とかはやってきて

いますので、引き続きそういったものを強化して対応していきますし、事業者の意識改革

とか、あるいは具体的な対応サポートについて、これからも力を入れていきます。それは、

いわて働き方改革推進運動、それを所掌するいわてで働こう推進協議会等が一体になって

展開して、頑張っていきますので、どうぞ御了解願いたいと思います。 
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○斉藤信委員 若者世代の減少が急激に進んでいる中ですから、それに対応して、それを

超えるような県内就職率の確保と人材確保の対策をとらないと、私は社会減ゼロにはいか

ないだろうと思いますので、ぜひ積極的な目標を持って、目標を達成するにふさわしい施

策を講じてやっていただきたい。 

 これが最後ですけれども、雇用促進住宅の問題についてお聞きをいたします。雇用促進

住宅の現状について、今どれだけの雇用促進住宅があって、入居者がどうなっていて、そ

してこれはいつまでに廃止される予定なのか、まずここをお聞きします。 

○工藤労働課長 御質問のありました雇用促進住宅でございますけれども、雇用促進住宅

は国が設置して独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が管理運営しているもので

ございまして、平成19年の閣議決定によりまして、平成33年度までに譲渡、廃止される方

針が決まっております。この方針を踏まえて、市町村への譲渡等が進められているという

ところでございますが、ことしの１月末現在の県内の雇用促進住宅の状況でございますけ

れども、県内に住宅数51、それから戸数が4,430戸、入居戸数1,023戸ということでござい

まして、国の廃止、譲渡の方針によりまして平成28年３月以降、新規入居募集が停止され

ているところでございます。 

○斉藤信委員 雇用促進住宅というのは、労働者対策でつくられて、意外と立地の条件が

いいところに多いのです。だから、私は、雇用促進住宅を一方的に国の都合で廃止すると

いうことはまさに悪政であり、愚策だと思うのです。そして、平成33年度までに譲渡、廃

止になっていると、そのためにもう新たな入居はないのです。 

 しかし一方で、1,023戸が入居しているわけです。例えば盛岡市の厨川の雇用促進住宅は

入居率がまだ62.5％、都南が61.3％とか、高いところでいくと花泉西の雇用促進住宅は70％、

釜石市の野田の雇用促進住宅は85％と結構入っているわけです。こういう人たちが逆に言

えば立ち退きを迫られていると。重大な社会問題。ましてや沿岸は住宅不足なのですから、

住宅不足の中で平成33年度までになくしますという、こういうやり方の撤回、見直しを求

めるべきではないかということが一つ。 

 あともう一つは、第一義的には市町村に譲渡というふうになっています。この間、譲渡

をした実績はどうなっているでしょうか。 

○工藤労働課長 まず、国の平成33年度までに譲渡、廃止される方針に沿いまして、国あ

るいは先ほどの独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から確認しているところで

は、今入居している方々が住み続けられるように、市町村への譲渡、または民間売却を進

めるというふうに聞いております。そして、昨年度まで市町村への譲渡について交渉する

ということで進められてきておりましたが、市町村への譲渡が昨年度までで進まなかった

ところにつきましては、民間への売却を今年度と来年度で進めると聞いております。 

 そして、県としましては、いずれ今入居している方々が困らないようにしっかりと対応

するようにと、退去についてもしっかり説明するとか、不安のないように対応してほしい

ということを以前から申し入れているところでございますが、国としましては今住んでい
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る方々が住み続けられるように条件をつけて民間への売却を進めるというふうに聞いてお

ります。例えば民間への売却に当たりましては、条件としまして、現在の入居者が10年間

は継続して入居できるですとか、30年間は他者に転売しない等、条件をしっかりつけて転

売を進めるという説明を受けているところでございます。 

 それから、二つ目、これまでの市町村への譲渡の状況でございますけれども、県内の市

町村では10の住宅、712戸が市町村に譲渡されております。 

○斉藤信委員 私はせめて、沿岸被災地は住宅不足なわけですから、平成33年度という期

限を決めていることについて、特例措置を求めるべきではないのかと思いますし、平成33

年度までに民間含めて譲渡か売却にならなかった場合、一方的に住民を追い出すようなこ

とがあってはならないと、これは可能性があるわけですから、そういうこともしっかり国

に求めていただきたい。 

 それで、実は買い取ったところで、積極的な施策がされているということも触れておき

たいと思うのです。高田一郎議員の一般質問でも紹介しましたが、この間、私は釜石市の

野田市長に会ってきました。釜石市は、最近、昨年の３月に譲渡を受けた平田の雇用促進

住宅80戸、これを定住促進住宅にして、新婚家庭、Ｕターン、Ｉターンの方々に貸してい

るのです。家賃は月３万5,000円。新婚とＵ・Ｉターンの場合には、３年間１万円の割引で

す。だから、３年間は２万5,000円。本当に若者の定住を促進すると言うのだったら、市営

住宅は低所得者対策ですから若者はほとんど入れないのです。こういう活用の仕方という

のがあるのではないかと思います。釜石市のような定住促進住宅という形で活用している

例はどうですか、ありますか。 

○工藤労働課長 今御質問の釜石市のような取り組みの例ということで調べましたとこ

ろ、釜石市のほかにも、一戸町で旧雇用促進住宅を満18歳までの親族がいる子育て世帯向

けの子育て支援住宅として活用して、町外から入居する場合には、３年間ですけれども、

家賃を１万円減額する制度をとっているというところを把握しております。そのほかに花

巻市、雫石町、大槌町においても定住促進住宅ということで活用されているという情報を

把握しております。 

○斉藤信委員 宮古市も定住促進住宅という位置づけのようですから、定住促進住宅とい

う形でどういう活用されているか、後でいいので、正確に教えてください。 

 雇用促進住宅に1,023戸入居しているし、比較的条件のいい、まちづくりにとっても大変

大事な役割を果たしていると思うので、一方的な廃止を絶対許さず、そして条件のあると

ころは、そういう形で自治体が若者の定住向けに活用する。住宅の確保というのは若者の

雇用確保にとっては、決定的です。そういうことも含めて取り組みを進めていただくよう

にお願いして終わります。 

○髙橋但馬委員長 この際、執行部から発言を求められておりますので、これを許します。 

○戸舘ものづくり自動車産業振興室長 工藤誠委員の質問の中で、県北広域産業力強化促

進事業費補助の対象の中に自然科学研究所というものがございまして、これはどういった
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ものかという質問をいただきましたけれども、例示をいたしますと、地震や有機合成、気

象などのような理学系の研究所、あるいは産業技術研究所とか土木技術研究所、薬学、食

品に関する研究所などが想定されています。 

 これは、本県の産業の高度化を図るために、こういった研究開発型の企業が必要だとい

う観点に立って制度化したものでありまして、県内には製薬会社の工場が数カ所あります

ので、その研究所の誘致ということも考えられるところではあります。ただ、企業立地促

進奨励事業費補助金において、実際にその支給の対象となった研究所は今のところござい

ませんで、当然ですが、今回新設する補助金に関しても、これは既立地の企業を対象にす

る補助金でありますので対象となるものはありませんが、制度上、企業立地促進奨励事業

費補助金とパラレルの制度設計にしたということで御理解いただければと思います。 

○髙橋但馬委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 なければ、これをもって商工労働観光部関係の審査を終わります。商

工労働観光部の皆様は退席されて結構です。御苦労さまでした。 

 次に、教育委員会関係の議案の審査を行います。 

 議案第51号平成28年度岩手県一般会計補正予算（第４号）第１条第２項第１表歳入歳出

予算補正中、歳出第10款教育費のうち教育委員会関係、第11款災害復旧費第６項教育施設

災害復旧費、第２条第２表繰越明許費補正中、第10款教育費のうち教育委員会関係、第11

款災害復旧費第６項教育施設災害復旧費を議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○菊池教育次長兼教育企画室長 議案第51号平成28年度岩手県一般会計補正予算（第４

号）について御説明申し上げます。 

 議案（その３）の８ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算補正の歳出の表中、

教育委員会の所管に係るものは、10款教育費のうち１項教育総務費から７項保健体育費ま

でと、９ページの11款災害復旧費のうち６項教育施設災害復旧費でありますが、これは事

業量の確定や国庫支出金の確定に伴う整理などの補正であり、全体として10億9,376万円余

を減額しようとするものであります。 

 補正の主な内容につきましては、別冊の予算に関する説明書により御説明申し上げます

が、金額の読み上げにつきましては省略させていただきますので御了承願います。 

 お手元の予算に関する説明書の185ページをお開き願います。10款教育費、１項教育総務

費、２目事務局費の上から四つ目以降の被災幼児就園支援事業費補助から被災児童生徒特

別支援教育就学奨励事業費補助までの３事業は、市町村事業の計画変更に伴う減額であり

ます。 

 次のページ、186ページをお開き願います。３目教職員人件費のうち、上から三つ目の退

職手当は、死亡退職者増などによる増額であります。 

 次の４目教育指導費のうち、下のページに参りまして、上から二つ目の児童生徒健全育
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成推進費は、震災対応に係るスクールカウンセラー等配置事業などの国庫補助事業の確定

等による減額であります。 

 189ページをお開き願います。２項小学校費、１目教職員費の教職員費、次のページに参

りまして、３項中学校費、１目教職員費の教職員費、下のページに参りまして、４項高等

学校費、１目高等学校総務費の教職員費につきましては、それぞれ教職員の給与の所要額

の確定見込みによる補正であります。 

 192ページをお開き願います。４目教育振興費のうち、下のページに参りまして、上から

四つ目の公立高等学校等就学支援金交付事業費及び次の奨学のための給付金支給事業費は、

支給対象者数の確定等に伴う減額であります。 

 次に、５目学校建設費の一つ目の校舎建設事業費は、老朽化した県立久慈高等学校の校

舎改築等に係る設計委託料などの確定見込みによる減額であり、その三つ下の校舎大規模

改造事業費は、小規模校舎などの耐震診断経費について国庫財源の活用により平成29年度

分を前倒しで実施しようとするなどの増額であります。 

 195ページをお開き願います。５項特別支援学校費、１目特別支援学校費でありますが、

三つ目の施設整備は県立盛岡となん支援学校の移転整備に係る今年度事業費の確定見込み

等による減額であります。 

 197ページをお開き願います。６項社会教育費、１目社会教育総務費でありますが、下か

ら三つ目の学校・家庭・地域の連携協力推進事業費補助及びその下の学びを通じた被災地

の地域コミュニティ再生支援事業費は、市町村事業等の確定見込みよる減額であります。 

 198ページをお開き願います。２目文化財保護費の二つ目の文化財保護推進費は、被災し

た市町村の博物館が所蔵する文化財の修復や、安定的な保管に要する経費などの確定見込

みによる減額であり、３目芸術文化振興費の上から四つ目の県民会館施設整備費は、県民

会館の安全性を高めるため、地下ボイラー室等の天井に封じ込めているアスベストの除去

に要する経費を補正しようとするものであります。 

 201ページをお開き願います。７項保健体育費、１目保健体育総務費の三つ目の県立学校

児童生徒災害共済給付金は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく県立学校

の児童生徒に係る災害共済給付金の確定見込みによる減額であり、202ページに参りまして、

３目体育施設費の二つ目の施設設備整備費は、希望郷いわて国体の成果をレガシーとして

継承し、競技力の向上と地域活性化を図るため、県営運動公園への山岳競技施設の整備に

要する経費を補正しようとするものであります。 

 次に、少しページを飛んでいただきまして、215ページをお開き願います。11款災害復旧

費、６項教育施設災害復旧費、１目学校施設災害復旧費でありますが、県立高田高等学校

の仮設グラウンド整備等の事業費の確定見込み等による減額であります。 

 次に、繰越明許費について御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案（その３）に戻

っていただきまして、21ページをお開き願います。第２表繰越明許費補正の表中、教育委

員会の所管分は21ページから22ページまでの10款教育費のうち、４項高等学校費から７項
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保健体育費までの８事業、８億3,728万8,000円及び24ページに参りまして、11款災害復旧

費、６項教育施設災害復旧費の554万2,000円であります。これら繰り越し事業は、老朽化

した県立学校施設の改築、県立学校校舎の耐震診断、県民会館及び県営運動公園の整備な

ど、計画の調整に不測の日数を要したこと及び国の補正予算に対応する事業の実施などに

より平成29年度に繰り越して執行しようとするものであります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○髙橋但馬委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○千葉進委員 予算に関する説明書の186ページで、先ほどの話の中で教職員人件費で退

職手当、これがふえているということで５億2,100万円、先ほどの説明では死亡の方々がふ

えているということでありますので、数字だけでいいですから、ことしの小中高等学校、

特別支援学校の現職死亡の人数がおわかりでしたら、昨年と比較しながらお願いしたいと

思います。 

○今野参事兼教職員課総括課長 今年度のいわゆる現職死亡でございますが、トータルで

15人でございます。内訳は、小学校につきまして７人、中学校について２人、高等学校に

ついて６人ということでございます。昨年度との比較ということで申し上げますと、昨年

度はトータルで５人でございまして、小学校が１人、中学校が２人、高等学校が２人とい

うことでございます。 

○千葉進委員 去年から10名ふえたということで、その傾向といいますか、何かこういう

ことだというようなことあったら、差し支えない程度でいいですからお願いします。 

○今野参事兼教職員課総括課長 合計で15人ということでございますが、死因ということ

で申し上げますと、15人のうち12人が、悪性新生物、いわゆるがんによる死亡ということ

でございます。 

○斉藤信委員 では、１ページ戻っていただいて、185ページのいわての学び希望基金奨

学金給付事業費、これは1,444万円の減となっていますが、現在の対象児童数。そして、こ

れは丸６年たっていますから、今の小学校１年生が最後の対象者になるのではないかと思

いますが、だとすれば、あと16年継続ということになるのか。年間の総額の給付額もあわ

せて示していただきたい。 

○菊池特命参事兼企画課長 いわての学び希望基金の奨学金の受給者でございますが、２

月補正後の人数で434人というように見込んでおります。当初457人と見込んでおりました

ので、この人数の差、23人、その分の減額でございます。 

 委員御指摘のとおり、未就学児、震災当時ゼロ歳だった子供が小学校に入りますと、未

就学児に対して給付しております保健福祉部の事業がなくなりますので、その小学校入学

後、大学卒業までということでございますので、その期間、奨学金を給付するということ

になります。本年度につきましては、奨学金の定期金にプラスいたしまして一時金、小学

校に入学したときですとか、中学校に入学したときとか、そういう節目節目でも一時金を

支給しておりますが、合わせまして２億1,400万円余と、今年度の執行額を見込んでおりま
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す。 

○斉藤信委員 そうすると、ことしの奨学金その他の見込みが２億1,400万円。そして、

これは来年の小学校入学生からですから、16年間は続くと、対象は減っていくと思います

けれども、そういうことになりますね。そうすると、大体見込みが出るのではないですか。

みんなが大学を出るかわかりませんけれども、見込み額とすればどのぐらい総額かかるの

か。 

○菊池特命参事兼企画課長 奨学金に要する経費、トータルでございますが、その当時ゼ

ロ歳だった子供が大学を卒業するまでの総合計で、現行の給付水準でいきますと約28億円

程度というように見込んでございます。 

○斉藤信委員 今後の総額が28億円。ではなくて。 

○菊池特命参事兼企画課長 最初からです。 

○斉藤信委員 では、６年分を除くといくらになるのでしょうか。簡単に出ないでしょう

から、後でちょっと６年分を引いて出していただきたい。 

 きのうも私が聞きましたけれども、いわての学び希望基金にはかなりの寄附も寄せられ、

総額も多額のものになっている。しかし、奨学金だけでも、あと16年は継続していかなく

てはならないということですから、決してあり余るものではないと思うのだけれども、奨

学金の対象は被災遺児、孤児ですよね。最近の新聞報道や、さまざまな支援団体の報告を

聞くと、例えば大学進学が不可能というのが被災地の困窮世帯で65％と、こういうのがあ

りました。東日本大震災津波前の倍に家計の赤字がふえて、中退や塾断念が出ていると。

公益社団法人セーブ･ザ･チルドレン･ジャパンは、石巻市と岩手県の山田町で新入学生の制

服代を支援することを決めたと。これは山田町だけでいいということにもならないですよ

ね。この基本は、奨学金は遺児、孤児を対象にしていますが、全壊世帯その他、被災児童

はいるわけだから、被災によって大学進学が65％不可能という、こういう事態にならない

ような支援策を考えなくてはならないのではないかと。無駄な事業はないとは思うのだけ

れども、本当に困っている被災児童の進学を保障するということを基本に据えて、いわて

の学び希望基金というのは精査をされ、必要なところは拡充すべきではないかと思うので

す。だから、21世紀何とかというところに、来年それを出すなんていう、こういうことは

やめたほうがいい。困っている被災児童、遺児、孤児に限らず、そういうところにもやっ

ぱり焦点を当てて、精査をし、必要な支援は拡充するということが必要ではないかと思う

けれども、いかがですか。 

○菊池特命参事兼企画課長 公益社団法人セーブ･ザ･チルドレン･ジャパンのアンケート

については承知しております。小中学生に対しましては就学援助の制度がございまして、

特に今山田町の例を御指摘いただきましたが、通常の就学援助は山田町10％程度弱という

ことでございますが、被災地特例といいますか、被災児童生徒就学援助事業、児童生徒に

対して特に東日本大震災津波後に設けられた仕組みがございまして、それによりましてか

なりの数、通常の就学援助を上回る11％近くの方々に援助している。大槌町であれば過半



 35 

数の方が受けているということで、義務教育に関しましては震災後に設けられた制度によ

りまして、十分に就学できる環境を整えていると考えておりますし、高校に関しまして高

等学校授業料の不徴収、一部所得制限ございますが、低所得者世帯に対しましては奨学の

ための給付金、加えまして遺児、孤児に対しましてはいわての学び希望基金の奨学金、被

災地の方々の教科書、制服代、修学旅行費、これは遺児、孤児だけではなくて、住宅の被

害を受けられた方に対象を拡大して給付しているところでございます。 

 委員御指摘のとおり、いわての学び希望基金の趣旨というのは、被災地の子供たちの学

びを支える、遺児、孤児の学びを支えるということでございますので、これまでも事業を

拡大してきております。当初奨学金のみで開始したものでございますが、部活動に係る経

費とか、そういったもろもろも年を追って拡大してきておりますので、そういったものは

引き続きやってまいりますし、被災地の需要を捉えまして適切に対応していきたいと思っ

ております。 

 加えまして、現在国庫補助でやっている事業につきましても、この先国の復興期間が終

わることによりまして、国の補助が終了することなども想定されます。そういった事業で

引き続きやっていかなければならないものについては、いわての学び希望基金などを活用

いたしまして、被災地の子供たちの学びの環境を引き続き支援していくという考えで進め

てまいりたいと思っております。 

○斉藤信委員 被災児童の就学援助を私も知っていますが、それでもこういうのが出てい

るのです。これをリアルに見なくてはだめだと思うのです。公益社団法人チャンス･フォー･

チルドレンというところが東日本大震災被災地・子ども教育白書2015というのをまとめて

いるけれども、震災後に貧困に陥った世帯の中高生は60.2％が大学以上の進学を希望して

いると。しかし、65％が行けないと言っているのです。だから、義務教育段階と大学進学

の時期というのはまた違うわけだから。かかるお金も全然違う、入学金も違う。奨学金制

度はあるけれども、入れないのです。そういうところをリアルに見て、必要な精査もしな

がら拡充も考える必要があるのではないか。具体的な問題提起をしているので、被災児童

が希望する大学進学ができないということがないように必要な支援を検討すべきだと。教

育長、考えてください。 

○高橋教育長 いわての学び希望基金を設けた趣旨については、先ほど課長のほうから答

弁いたしましたけれども、当時200人近い遺児、孤児が発生したということで、これは末永

く社会人になるまで大きな支援をしていかないと、日本を支える、岩手を支える人材が育

たないということもございますし、何より未曽有の大災害の中で、これを何とかしたいと

いうことで、被災３県に先駆けて設置したということについては御案内のとおりでござい

ます。 

 当初遺児、孤児対象の奨学金ということがまずもって念頭にございまして、条例でもそ

の趣旨を明確にしているところでございますけれども、子供たち一人一人が育っていくた

めには、遺児、孤児だけではなくて、集団生活の中で育っていくというようなことで、い
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ろいろな事業、教科書もそうですし、運動部活動もそうですし、拡充してまいりました。

それで、時がたつにしたがって、さまざまな課題がまた出てくる。委員御案内のような状

況についても、我々十分念頭に置かなければならないというように思っておりますけれど

も、そもそも寄附した人たちの気持ちに寄り添うことも極めて大事でございまして、条例

上どういう整理をするかというような問題もございます。関係部局と条例解釈の問題につ

いては、改正等を含めまして、それは全県的な合意形成が必要でございます。教育委員会

といたしましては、いずれ沿岸被災地の子供たちがしっかりと未来に向かって成長してい

けるような環境整備というものを常々考えながら、また新しい事業等についても十分検討

していきたいというように考えています。 

○斉藤信委員 私は、きのうの議案の審議でもこの問題を聞きました。87億円余の寄附が

集まって、19億円をこの間活用しているけれども、大体70億円、今残額があるわけです。

だから、大変大きな支援の額だというふうにも思っていますから、一つは精査、そしても

う一つは本当に進学の希望をかなえるという点で、必要な拡充の方向はないのかと問題提

起しましたので、ぜひ真剣な検討をしていただきたい。 

 次に、退職手当について、私もお聞きしたいのですが、先ほど深刻な死亡の話がありま

したが、退職者数はこの間どう推移して、今後どう推移していくのか、この見通しを示し

てください。 

○荒川小中学校人事課長 小中学校の定年退職者につきましては、今年度238名、この数

字が今後微増しながら10年間は続くと把握しているところでございます。 

○小田島県立学校人事課長 県立学校についてでございますが、少し時間をいただいて申

し上げたいと思います。 

○斉藤信委員 小中学校もばふっとした答弁でしたね、この間の推移を聞いたのだけれど

も。今年度238人の退職者に対して10年間微増と。では、ピークはどこなのですか。 

○荒川小中学校人事課長 現時点でピークまでは捉えていませんが、手元の資料ですと、

平成33年に346人というところが出ています。ピークにつきまして、ちょっと今資料を持ち

合わせておりません。 

○斉藤信委員 年齢構成がわかるから、10年ぐらいは見通すことができるわけです。だか

ら、平成33年の346人というのが今想定できるピークということですか。 

○荒川小中学校人事課長 資料がないので、済みません。 

○斉藤信委員 では、それはわかった段階で、高校と一緒に答えてください。これは、今

後の生徒減少もあるけれども、教員確保の問題も切実な課題なので聞いた次第であります。 

 それでは次に、193ページの奨学のための給付金支給事業費、この実績を示してください。 

 もう一つは、学び直しへの支援事業費というのがありますけれども、この中身、実績を

示してください。 

○菊池特命参事兼企画課長 奨学のための給付金でございますが、これは平成26年度から

開始されたものでございます。いわゆる授業料の無償化から、一部所得制限が設けられた
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ことと引きかえといいますか、それとあわせまして、低所得者に授業料以外の教育費を給

付しようということで、平成26年度から学年進行で進んでまいりましたので、平成26年度

は１年生のみでございます、1,814人、平成27年度は１年生、２年生で3,276人、今年度に

つきましては１年生から３年生を対象にいたしまして4,428人、こうした人数に給付してい

るものでございます。 

 あわせまして、先ほど斉藤委員から御質問がございましたいわての学び希望基金のトー

タル、過去に支出した分、それから今後を含めた額を約28億円と答弁申し上げましたが、

これまでに支出した金額につきましては、昨年度の決算額までのベースでございますが、

約10億円でございます。この中には、奨学金そのものに加えまして、給付に要する若干の

事務費、これは臨時職員の賃金ですとか需用費、役務費が加わっておりますが、昨年度ま

でに約10億円支出しているところでございます。 

○小田島県立学校人事課長 県立学校の退職者数の推移でございます。今年度、ここ数年

でございますが、40名台に減っておりますが、これから徐々に増加していきまして、ピー

クは平成40年で100名を超える数という退職者数を見込んでいるところでございます。そこ

をピークにまた減少ということになる状況でございます。 

○荒川小中学校人事課長 先ほどの小中学校の退職者ですが、ピークは平成35年、359名

になりまして、それ以降、10名から20名程度、年々減少していく状況になります。 

○佐々木特命参事兼予算財務課長 学び直しの支援の関係でございます。高等学校を中途

退学した者が再び高等学校等で学び直す場合に、制度としてやっている就学支援金の期間

の経過後も継続して最長２年、授業料の支援を行うというものでございます。平成28年３

月末現在での支援対象者が16名ということになっております。決算見込み額というか、予

算の見込み額というところでは、55万7,000円の支出というふうになっております。 

○斉藤信委員 小中学校は平成35年、県立学校は平成40年に向かって退職者がふえていく

と。生徒減少があるけれども、教員採用もふえる可能性もあるということですね。 

 あと、先ほどの奨学のための給付金の給付額も後で追加して教えてください。 

 それと、195ページに盛岡となん支援学校の施設整備費、これは事業費の確定によって３

億8,900万円の減となっているのですけれども、これは学校の機能として何か拡充するとい

うものはあるのか、ないのか。いつ盛岡となん支援学校は新しい校舎に移行できるのか。

そして、盛岡となん支援学校の現施設に、今度は特別支援学校を創設する計画も示されて

います。この計画は、私は盛岡市の状況からいくと、早く盛岡市内に新たな特別支援学校

が必要だと思うけれども、そこの見通しを含めて示してください。 

○菊池特命参事兼企画課長 奨学のための給付金の額でございますが、これは１人当たり

の給付額が生活保護世帯であるかどうか、それから非課税世帯である場合、１人目のお子

さんであるか、２人目のお子さんであるかによって額が異なっております。代表的な例で、

非課税世帯の第１子で申し上げますと、本年度、年額で５万9,500円、それから第２子以降

につきましては12万9,700円という額を支給しておりまして、単価につきましては年ごとに



 38 

一部改善が加えられてきております。今年度につきましては３億4,000万円余の支給になり

ます。昨年度については２億1,000万円余というところでございます。 

○佐々木特別支援教育課長 新しい盛岡となん支援学校の建物についてでございますけ

れども、現在の建物に比べまして、キャノピー、廊下、スロープ、身体障がい者用トイレ、

多目的トイレ等の共用部分のスペースを広くとりまして、ゆとりのある空間、そして全体

の床面積も１割程度増加するという構造になります。建物の設計に当たりましては、多様

なニーズに対応できるように、安全、安心な移動できやすいユニバーサルデザインを基本

とすること、さまざまな児童生徒の実態にそれぞれ応じてという意味でございます。非常

時の避難など防災上の安全設備もこれまで以上に配慮したつくりにするということでござ

います。基本的には現在の学校にいる児童生徒がそのまま移動しますので、規模としては

維持する形となります。 

 移動する時期でございますけれども、今のところ来年度の冬休み中に引っ越しができれ

ればということで計画しているところでございます。 

 跡地利用につきましては、既に御案内のとおりではございますけれども、盛岡みたけ支

援学校の狭隘化が現在大きな課題となっております。その解消ということを第一に、盛岡

となん支援学校校舎を修繕しまして、知的障がいを対象とする特別支援学校を準備する予

定でございます。今のところ計画としましては、盛岡となん支援学校があいてから、その

後に設計、建築を進めることになりますので、平成30年度に工事が完了すれば平成31年度

から始めたいと思って検討しているところでございます。 

○斉藤信委員 そうすると、来年の冬には移動して、設計は来年度になりますか、設計の

予算は。今お話聞いたら工事は平成30年度から、平成31年度には開校と。 

○佐々木学校施設課長 設計予算でございますけれども、来年度、29年度当初予算に一千

数百万円の予算を計上しております。 

○斉藤信委員 私が言ったとおりかな。盛岡となん支援学校も充実するし、その後の施設

は基本的には今の建物をリフォームして使うということでしょうから、かなりスムーズに

進むのではないかと思いますが。 

 197ページ、学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業費1,913万円が減額に

なったようですが、この事業の中身と減額の理由を示してください。 

○松下生涯学習文化課総括課長 学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業

についてでございますが、内容といたしましては、各学校で行っております放課後子ども

教室ですとか、学校支援地域本部事業、また沿岸被災地で行っております中高生の学習支

援といったようなものに使っております。これは、国からの委託事業ということで国庫補

助事業で行っている事業でございますが、今回減額となっております理由につきましては、

今年度から復興にかかわるいろんな支援制度が変わるということを昨年度聞いておりまし

て、その段階では、昨年度まで国が直接大学等と連携していた事業を各自治体で次はやっ

てもらうことになるかもしれないということで、その団体事業分を見込んでいたわけでご
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ざいますが、実際に今年度実施する段階になりまして、引き続き国がそこは実施するとい

ったようなことがございまして、そこの部分の減額というものと、あとは各市町村の事業

計画の見直しといったところでの減額になっております。 

○斉藤信委員 時間も迫ってきたので、まとめて聞きます。一つは、県民会館の施設整備

費、これはアスベスト対策ということで突然出てきましたが、どういう経過なのか。あと、

今回の工事で全てこれは解決するのか、しないのか。これが１点目。 

 あと、２点目は、児童生徒の指導費にかかわってスクールカウンセラー、巡回型カウン

セラー、スクールソーシャルワーカー。スクールカウンセラーは、現在64名で、来年度１

名増員予定。スクールソーシャルワーカーも、今16名で、２名増員予定というふうに聞い

ているのですけれども、特にスクールソーシャルワーカーは、子供の貧困問題を考えたら

圧倒的に不足しているのではないかと思うのです。来年２名ふえるというのは前進ではあ

るのですけれども、今６人に１人が貧困という中で、学校と家庭を結ぶ取り組みというの

が本当に大事だと思うのです。そういう点で、抜本的にそこを強化する手だてはないのか。 

 あと最後ですけれども、県立高田高等学校のグラウンド整備の予算が減額されて、仮整

備で進むと、こういう話がありました。その中身について、恐らく今のクラブ活動に支障

はないと思うのだけれども、今の仮設グラウンドの状況と、今後の本設グラウンドの整備

の見込みだけ聞いて終わります。 

○松下生涯学習文化課総括課長 県民会館のアスベスト除去についてでございますけれ

ども、今年度アスベスト除去の設計業務と耐震補強の設計業務を実施しておりまして、当

初我々といたしましては平成29年度に耐震補強工事とあわせてアスベストの除去工事を行

いたいと考えておったところでございますけれども、その後、国庫補助のアスベスト除去

工事のメニューが今年度で終了するといったような状況がございまして、アスベスト除去

工事につきましては前倒しして２月補正で予算化して提出させていただいているところで

ございます。現在地下ボイラー室等に封じ込められているアスベスト、これは平成元年の

大気汚染防止法の改正に伴って封じ込め工事を実施しております。その後さまざまな制度

改正もございまして、平成20年には天井材の一部にアスベストが使われているということ

が判明しておりますけれども、全てのアスベストを今回の工事で除去するということで考

えております。 

○菊池生徒指導課長 スクールソーシャルワーカーについてでありますけれども、いわて

の子どもの貧困対策推進計画でいいますと、学校はプラットフォームという位置づけにな

っております。その中で、学校において、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカ

ー、この役割というのは非常に重要でありまして、福祉関係との連携には欠かせないよう

な状況になっております。現在でも一般社団法人岩手県社会福祉士会等と研修等で連携は

しているところでございますが、平成26年度におきましては12名、平成27年度は14名、平

成28年度は16名という形で、微増ではございますが、年度を追うごとに増員して学校のニ

ーズに対応しているところでございます。 



 40 

○佐々木学校施設課長 県立高田高等学校のグラウンドについてでございます。仮設のグ

ラウンド整備につきましては、本年度をもって、第１弾といいますか、おおむねの工事が

完了します。ただ、これからもう少し陸前高田市の区画整備事業の完成までに時間を要す

ると聞いておりまして、平成29、30年度に区画整理事業が終わると計画されているようで

すので、その後本設の環境整備、周辺の外構の整備ですとかを行って、完了というような

スケジュールになっております。いずれ現在かなりの部分のグラウンドの広さが確保でき

ておりますので、生徒の利用には支障がないと考えております。 

 あともう一つ、今第２グラウンドに応急仮設住宅が建っておりまして、野球部の練習に

は少し不便が残るという形になっておりますけれども、これにつきましては応急仮設住宅

の解消を待ってということになりますので、関係部局ですとか陸前高田市と連携をとりな

がら、解消後速やかに利用できるよう調整してまいりたいと考えております。 

○髙橋但馬委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに決定い

たしました。 

 次に、議案第68号県立学校授業料等条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○佐々木特命参事兼予算財務課長 議案第68号県立学校授業料等条例の一部を改正する

条例につきまして説明いたします。 

 議案（その４）の２ページをお開き願います。改正の趣旨、条例案の内容につきまして

は、便宜、お手元に配付しております議案第68号県立学校授業料等条例の一部を改正する

条例案の概要によって御説明いたします。 

 初めに、１の改正の趣旨でありますが、先般の台風第10号により甚大な被害を受けたと

認められる者に係る県立学校の入学選考料、入学料、通信制受講料及び寄宿舎料を免除で

きるよう改正しようとするものであります。 

 次に、２の条例案の内容でありますが、台風第10号により住居の全壊または半壊、住居

の流失、世帯の収入が著しく減少のいずれかの被害を受けた者に係る入学選考料等を免除

しようとするものであり、あわせて寄宿舎料の規定について条文の整理をしようとするも

のであります。 
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 最後に、３の施行期日等でありますが、この条例は公布の日から施行し、平成28年９月

１日以後に納付された入学選考料について適用しようとするものであり、あわせて所要の

経過措置を講じようとするものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。 

○髙橋但馬委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○斉藤信委員 今年度、来年度、対象になる生徒数はどうなっていますか。 

○佐々木特命参事兼予算財務課長 対象となる児童生徒数ということでございます。免除

の対象となる住居の半壊以上の被害があった生徒数につきまして、市町村教育委員会を通

じて調査したところでございます。中学校で108名、うち３年生が38名ということですので、

直近では38名が対象になるかと思います。また、小学校全学年では183名ということで、中

高を合計しますと、大きく見積もって291名が対象になるかと考えています。 

○髙橋但馬委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに決定い

たしました。 

 以上をもって教育委員会関係の議案の審査を終わります。 

 この際、何かありませんか。 

○千葉進委員 短くやりますので、よろしくお願いします。きのうの一般質問ではいろい

ろ教育長に答えていただきましたので、そこの部分は省かせていただくとして、大きく三

つ。 

 一つ目ですが、県立杜陵高等学校のヘリポートについてお聞きをします。過日県教育委

員会の、多分施設関係者、あるいは財務関係者だろうと思うのですが、杜陵高等学校に行

って話があったらしいのですけれども、ヘリポートをつくるということに関しては人命尊

重という観点からも協力すると、ただしきちんと学校施設をそれなりにやっていただきた

いという前提があったわけです。そういう面で、それにかかわる部分の防音とかエアコン

については、大体お願いしたとおりという答えをもらっているようなのですけれども、い

かんせん新たに校舎内部のところでいろんなものをつくり直すということを、やろうとし

ているようです。例えば食堂、ここを卓球場にしたり、トレーニング機器を置いたりとい

うように。ではそこの間仕切りはどうするかといったならば、天井までやるお金がないと
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いうことのようですけれども、あくまでも人命尊重ということでお手伝いしますというこ

とでしたから、それなりに、お金がないという部分はあるにしても、これは県教育委員会

だけの問題ではなく、保健福祉部分のほうもあるかと思うのですけれども、とりあえず教

育環境をきちんと整えていただきたいという部分で、現時点でどういう説明をし、どうい

う進捗状況になっているのかお聞かせ下さい。 

○佐々木学校施設課長 ドクターヘリのヘリポートの設置に当たっては、委員からお話あ

ったとおり、教育環境を保持するという観点でしっかり対応させていただくところでござ

いまして、学校のお考えがそのまま実施設計に盛り込まれたと考えております。 

 それから、学校から格技場移転に伴って、お話がありましたとおり、格技場の中に設置

されているウエートトレーニング等を行うトレーニング機器を、給食棟の未利用となって

いる部分に移設するように要望されております。これにつきましては、既存施設設備の利

用改善に当たるものでございますので、これは保健福祉部のほうにお願いするというわけ

にはまいりませんので、教育委員会の予算、維持保全費の中で行うということで整理をさ

せていただいたものでございまして、現在改修の検討を行っているところでございます。 

 学校からの要望ですけれども、給食棟を完全に区分する工事を実施して利用したいとい

うものでございましたけれども、実現には技術的な問題点があること、あとはおっしゃっ

ていただいたような費用面での問題がございましたので、できるだけ学校の意向に沿いた

いという気持ちはございますので、代替案を検討して調整を図っているところでございま

して、引き続き学校とは丁寧な意見交換を行いながら対応してまいりたいと考えておりま

す。 

○千葉進委員 ぜひそういう点で学校とうまくやっていただきたいと思いますので、ただ

やっぱり県教育委員会で出さなければいけないわけですか。何ともならないのですかね。

よろしくお願いいたします。 

 二つ目です。先ほどの退職手当のことで、亡くなられた現職の方々が多いという状況、

現場が多忙だということはおわかりだと思いますし、今野総括課長は大変だなと、いろん

な部分でいろんな方々と折衝しながらというような形だろうと思うのですが、そういう中

で部活動というところが今話題になっているところがあります。亡くなられた方々は15人

ということで、がんという方々が多いようですけれども、やはり健康管理をきちんと管理

職にやっていただきたいと、これがまず第１点です。管理職の方々は学校全体を束ねると

いうきちんとした意思を持って、そして子供たちのみならず職員の健康管理というような

部分もやっていただきたいというふうに思うわけです。 

 そういう面で、部活動について、県では２月17日付で部活動休養日等についてという通

知を出されて、高校と中学校ではちょっと違う部分があるようですけれども、クエスチョ

ンの中で、こういうところがあります。クエスチョンの７で、教職員間で理解を共有する

ために留意すべきは何かと、最後のところに、教職員自身の意識を変えていくことも大事

ですと。部活動命という人たちも大分いますので、意識を変えていかなければいけないと
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いう部分は確かにあると思うのですが、そうなるためにもやっぱり管理職の方々が本当に

徹底してもらわなければ困ると。そういう面で、クエスチョンの８のところでは、月80時

間を超えるような場合には職場としての早急な対応が必要というような形の中で、管理職

がきちんとしなければいけないよという部分があるわけですので、ぜひこれを徹底するた

めにも、県立学校の場合は県教育委員会、中学校の場合はそれぞれの教育委員会になるか

もしれませんけれども、本当に徹底していただきたいと。病気を持っていても授業をやり、

課外をやり、部活動をやりという、無理をしている人が大分いるわけですので、またそれ

がわかっていても結局暗黙のうちにという形になっていると。ぜひ、そういう方々へのも

のをやっていただきたいわけですけれども、そこについて、どなたに聞けばよろしいので

すか、今野課長ですか、よろしくお願いします。 

○今野参事兼教職員課総括課長 委員御指摘のとおり、学校運営に当たって一番かなめと

なるのは管理職ということでございまして、健康管理も含めて管理職の職責、責務、その

自覚の徹底というものが非常に大事だということで考えているところです。管理職のため

の各種研修等もあるわけで、それから学校長管理、そういった各種のものを通じ、これま

でもやってきたところですが、さらにその趣旨の徹底を図っていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

○千葉進委員 この中で、校長はみずからのマネジメントの職責を自覚しとあるわけです

ので、本当に自覚していただいて、学校運営をきちんとやれるようにしていただきたいと

思います。 

 それに付随する形で、過日の一般質問で教育長が答えた分でちょっとお伺いしておきた

いのですが、外部指導員の導入ということにちらっと触れておられた。全体像として、ど

ういう流れで、どういうふうに考えておられるのか教えてください。 

○八木スポーツ健康課総括課長 委員がおっしゃっているのは、部活動指導員という新し

い制度だと思うのですけれども、国では部活動の指導顧問、それから単独での指導等を行

うことができる部活動指導員というのを法令に位置づけまして、教員の負担軽減を図りつ

つ部活動における指導の充実を図る取り組みを進めることとしております。また、運動部

活動のあり方に関する総合的なガイドラインを平成29年度において国が策定して、その中

で部活動指導員の詳細を示すということにしておりますので、県教育委員会といたしまし

ては、国とか、それから引率等がかかわりますので公益財団法人日本中学校体育連盟（中

体連）とか、公益財団法人全国高等学校体育連盟（高体連）等の動向を見ながら、この対

応について考えていきたいということで、県が具体的にどういうふうなことというのは検

討していないというか、全国のほうを見てという状況でございます。 

○千葉進委員 あくまでも国の動きでそういうのがあるということで、岩手県としてすぐ

導入するものではないということでよろしいのですね。 

○八木スポーツ健康課総括課長 平成29年度から即導入というものではございませんが、

平成29年度中に国からその内容が示されるということですので、それをもって具体的にど
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ういう動きをするかということでございます。平成29年度中に検討が始まるということで

御理解いただければと思います。 

○千葉進委員 ぜひ公にしながら、そこは皆さんの御意見を聞いて進めていただきたいと。

拙速にもうすぐ導入というようなことではなく、平成29年度に検討したから平成30年度か

らやるということでもなく、ぜひそこはお願いしたいと。特に私の場合も土日なく部活動

をやった人間ですけれども、必ず週に１度は休ませていました。部活動指導員の方は非常

にありがたいとは思うのですけれども、今の学校の中ではコーチという形で委嘱して、謝

礼は年間微々たるものです。練習試合とかいろんなところに行くときには自腹で行ってい

ます。ですから、そういう面でこれをやるとすればお金はかかります。それから、教育的

な部分を本当にきちんと理解してもらわなければ大変なことになるという部分あろうかと

思います。 

 あと、今中体連、高体連と言いましたけれども、各専門部、要するに一つ一つの部活動

ですね、そこの規定といいますか、そういったことも確認しながら丁寧にやってください。

例えばバレー部の場合ですと、ベンチに入るのは監督とコーチですけれども、監督は教職

員と決まっています。外部の人は監督になれません。コーチで入ってもらったとしても、

コーチはタイムをとれません。タイムをとるのは監督だけですから。そのように専門部で

いろんな規定があるかと思います。一生懸命やられて、それこそ生徒を引率して練習試合

とかいろいろやっても、最後、試合のときには発言権がありませんというような部分があ

ったりしたときに、やっぱり職員と生徒との信頼関係、これがその人にいってしまってい

たというようなこともあったりしますので、ぜひそういったところを理解しながらここは

進めていただきたいと思います。ただ来年度、予算は幾らかついているのですか。 

○八木スポーツ健康課総括課長 岩手県の部活動指導員に関する予算はございません。ま

だこれからの検討ということですので、予算は計上しておりません。 

○千葉進委員 ぜひよろしくお願いします。 

 それとかかわってもう一つなのですが、唐突なことをお話しすることになるかもしれま

せん。各現場、先ほど言ったとおり、病気をなかなか言えないでやっている人がいたり、

あるいは生徒とのやりとり、あるいは保護者とのやりとりで、一人で鬱々としていて、鬱

病になる可能性もあったりしたときに、その人が相談する相手は、やはり仲間、管理職と

いう部分はあるのですけれども、直接弁護士に相談したいというようなことがあった場合、

県教育委員会に顧問弁護士がいるかどうかわかりませんけれども、各地域なり学校のとこ

ろに、こういうことで悩んでいたならば、この弁護士がいますからそちらと話をしてくだ

さいとかというように、すぐに管理職、県教育委員会というような形をくぐっていくので

はなく、その人が本当に安心して話ができるというような形での、弁護士のような方に相

談できるようなことがあれば、また違ってくる部分があるかと思うのですが、そういうこ

とを考えていることはないのか。あるいはそういうときに対してはこういう対応をしても

らうようにしているとかというのがあったら教えてください。 
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○菊池特命参事兼企画課長 顧問弁護士ということで回答させていただきますが、県では

業務上の法的な問題等への対応、個々に適切、迅速に行うために顧問弁護士を置いており

ます。その窓口は総務部でございますが、県として置いておりますので、県教育委員会に

おきましても何かあった場合には顧問弁護士に相談して助言を受けているという実態にご

ざいます。（斉藤信委員「それは行政だ」と呼ぶ）今年度は１件にとどまっておりますが、

昨年度などは学校の問題などにつきましても７件相談しておりますので、県の顧問弁護士

に相談するという体制は設けているところであります。 

○千葉進委員 今ちらっと斉藤委員が言いましたけれども、やっぱり県のと言われても、

なかなか直接行きにくいです、はっきり言いまして。地域のとか、あるいは管理職に相談

してもというような思いがあったとき、ではどうすればいいのかというようなことがあっ

たりするわけですので、そういったときに対応できる人を考えてはいないのかということ

です。これは、教育長よろしいですか。 

○高橋教育長 千葉委員がおっしゃる話も、なるほどと思いつつお聞きしましたけれども、

ただ一方で、いじめ問題もそうなのですけれども、やっぱり学校間での組織的な情報共有

というのは極めて大事だと思っています。教職員個人で弁護士に相談するという動きが本

当にいいのか、さっきの話の裏返しでございまして、その辺もあわせて検討していかない

と、なかなか前に進まないのかというように思っています。 

 ただ一方で、組織的に県教育委員会事務局とも相談しながらやっていきますので、その

ときに県の顧問弁護士を使う際には県教育委員会としてしっかりと相談に乗ってほしいと

いう、そういうプロセスを踏む必要がございます。一教員から県の顧問弁護士に相談とい

うのは、これは現実的にできない話でございますので、その辺どういう姿がいいのか、そ

れは県としてやるべきなのか、あとは教職員で構成している団体の取り組みとしてやるの

がいいかどうかということを含めまして、今後の検討課題にさせていただければと思って

います。 

○千葉進委員 最後にします。今の話はわかるのですけれども、大変失礼な言い方をすれ

ば、やっぱり個人としていろいろ相談に乗ってもらいたいという部分があったりするかと

思うのです。県教育委員会の方々にちょっと言いにくいという部分もあったりするかもし

れません。そういった面でいろいろあるかと。要望ですが、他県でそういうようなものを

取り入れたりしているかというような状況等を調べていただいて教えていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○ハクセル美穂子委員 私からは、最初に体罰に関連することで御質問したいと思います。

今年度さまざま体罰に関連する事案が起きて、不起訴になっておりますけれども、その中

で直接手を上げたわけではないけれども、暴言というところが焦点になっているものなど

がありまして、暴言のどこまでが体罰というか、体罰に近い、叱責を超えてしまうものな

のかというような、そういった線引きのところを県教育委員会のほうでは、教員の皆さん

に徹底していらっしゃるのか、防止策としてやっていらっしゃるのかというところをお聞
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きしたいと思います。 

○今野参事兼教職員課総括課長 体罰という場合については、身体に対する直接的な侵害

行為ということで、暴言というのも非常に不適切な行為であることはそのとおりでござい

ますが、一応暴言と体罰というのは範疇が別というくくりでございます。そういったこと

を踏まえてということではございますが、先ほど申し上げましたとおり、言動についても

児童生徒の心を傷つけるという点では体罰と同等に不適切な行為ということでございます。

いわゆるどこまでが暴言で、どこからが暴言でないかといったような線引きは、ケースに

よって判断する必要がございますので、なかなか具体的な線引きというのは難しい部分で

ございますが、いずれ暴言等につきましても、教職員に対して暴言が不適切であるという

趣旨をきちんと伝えていくことに取り組んでまいりたいと考えております。 

○ハクセル美穂子委員 文書でいろいろと教職員の皆さんにお伝えしているというよう

なことはお聞きしています。管理職の方がコンプライアンスの宣言をされたりと、そうい

う防止策の取り組みをやっていらっしゃるのは私も承知していまして、私も暴言をしてし

まった教員の皆さんと大体同年代なのですけれども、年代別で、やはり自分が育ってきた

ときと今の状況と全く違うわけです。自分の頃はよかったけれども、今の生徒たちはとり

方が違うということが、文書だとわからないのではないかというふうに思うのです。そう

だと、防止策を幾ら文書で出したとしても改善しないのではないかというような懸念があ

りまして、県警察本部では高齢の運転者に対する対策として、スケアードストレート講習

とかいうことをやっているのですけれども、それはスタントマンが目の前でぶつかってい

るのを見て、こんなにすごいのだというのを身をもって感じるというので防止策をやると

いうのもやっているのです。暴言は、これぐらいはこの年代だと不登校になってしまった

りとか、心身的に傷つくぐらいなのだというような、感覚的にわかるような研修などを研

究して工夫していかないと、これから防止策というふうな形にはなっていかないのではな

いかと思うのです。これは先生を守るためでもあると思うのです。先生が育ってきた環境

と今の子供たちが育ってきた環境と若干違いますので、感覚のずれを是正させるために、

県教育委員会としてもそういった工夫をしながら防止策をやっていってほしいと思ってお

りますが、いかがでしょうか。 

○今野参事兼教職員課総括課長 体罰にしても暴言にしても、そういった事案が発生する

たびに当該職員に対して詳しく聞き取り、事情聴取をやるという中で、大概の職員が頭で

は悪いことと理解していたけれども、これぐらいは許されるだろうといったような点で、

心の部分ではなかなか理解できないといったような部分が確かにあるわけでございます。

いずれどこまでという線引きというのは、非常に難しいわけでございまして、具体的なイ

メージというのもなかなか難しい部分ではございますが、ただ一方で、ここまでは許され

るというような、いわば甘えのような部分が確かにございますので、委員がおっしゃった

ような具体的なイメージがつかめるような、そういった形での指導というものも今後考え

ていきたいと存じます。 
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○ハクセル美穂子委員 ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、高校再編の関係で御質問したいと思います。私の地元の県立雫石高等学校は、新

たな高校再編計画後の２年目も40人を大幅に下回った志願者数ということで、去年で40人

ぐらい。県教育委員会としては、残した学校に対して、数は決めてあるのですけれども、

ソフト面の部分ですが、どういう具体的な対策をとられてきたのかということをお聞きし

たいと思います。 

○木村高校改革課長 雫石高等学校に関してのお尋ねでございますけれども、昨年８月と

11月に雫石町教育委員会及び雫石高等学校を訪問いたしまして、高校の魅力づくりと町と

しての雫石高等学校入学者に向けた支援の意向なり、あるいは志願者の動向なりという部

分についての意見交換をさせていただいたところでございます。 

 雫石高等学校のほうでは、雫石町教育委員会と、そして雫石高等学校を支援する会とと

もに、盛岡管内の各中学校、そして隣接の秋田県仙北市の中学校訪問を行って、高校のＰ

Ｒに努めたということも確認しております。その中では、秋田県の中学校のほうからは、

岩手県の高校で学ぶことによる就職先への期待というような声も示されたというように伺

っております。 

 一方、雫石町教育委員会のほうと意見交換する中では、雫石町内の中学生の保護者は、

地元ではなく、盛岡管内の高校に進学させる意識が強いというような傾向もあるというよ

うなことなので、保護者の方々に雫石高等学校の現状について御理解いただき、安心して

通っていただけるようにすることも重要ということで意見交換、連携を進めているところ

でございます。 

○ハクセル美穂子委員 今年度に入って８月と11月に意見交換をして、こういった雫石中

学校の子供たちが入らないというようなことが現状である、盛岡管内のほうに行きたいと

いう、その実際の原因というのは、話し合いの中でわかったのでしょうか。見えてきて、

それに対しての対策というのは、その意見交換会の中である程度方向性が見えたものだっ

たのでしょうか。 

○木村高校改革課長 雫石町教育委員会といたしましても、雫石中学校、雫石町は中学校

が１校でございますけれども、現在の中学３年生が152人いるわけですが、その方々を雫石

高等学校にみんな通いなさいというふうなわけにはいかないものですから、町としても、

町の魅力という部分について十分学べるというようなこと等で、こういう地域を担う人材

を育てていくということが重要であろうというお話もあり、そして雫石町のほうには移住

されている方々も多くおられますので、そういった方々から経験を聞いて、将来の職業と

か生き方を学ぶ、考えていくようなキャリア教育の取り組みということを今後やっていっ

たらどうかというお話もありましたので、そういったところを今後一緒に取り組んでいけ

ればと思っているところでございます。 

○ハクセル美穂子委員 町は、そういうふうな形で残してもらいたいという意図で、そう

いったこともお話ししていたと思いますが、県教育委員会として本当に残したかったのだ
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ろうかというような疑問点も私は出てきてしまうのです。２年目で、やっと２回、意見交

換会をしました。ただ、２年間、連続で定員割れというか、募集定員の半分に満たない場

合は、来年度、次は募集停止とかになるのかというようなことも非常に皆さんが心配して

いらっしゃいます。１年目より２年目に、志願した人員が低下しているということは、そ

の間何もしてこなかった部分が響いているのではないかというふうにも感じますし、もち

ろん町の意向もありましたけれども、県立の高校だというところをきちんと考えていただ

きたいと思います。 

 中学生の親御さんの中には、雫石中学校の生徒が行かない要因の一つとして、雫石高校

は学力が低い子が行って、進学するためだったらやっぱり盛岡管内の高校に行かなくては

いけないというような気持ちがまだあるということで、どうしてもそういう方向になると。

それであれば、たとえ中学校の先生が雫石高等学校に行きなさいと言っても、高校のほう

でもそういった部分を改善して、地域のための学校という位置づけをはっきりと明確化し

なければ、中学校の先生だって進学を勧められないのではないかと思います。その点につ

いて、高校再編、数の再編はしましたけれども、中身の再編がついていっていないのでは

ないかと思うのですが、その点はこの２年間はどういう形で、都市周辺部の高校の再編、

中身の部分、ソフトの部分を取り組んできたのか、もう一回、お伺いしたいと思います。 

○木村高校改革課長 高校再編計画のほうですと、昨年３月に策定したものではございま

すが、教育の質の保証という部分と本県の地理的諸条件を踏まえました教育の機会の保障

ということを大きな柱として策定したというところがございます。雫石高等学校について

は、平成32年までの再編計画の中で学級減等の対象にはしていないというのは、盛岡ブロ

ックの中の位置づけからいった場合、そして雫石町内の生徒の状況、これまでの状況とい

うところを見た場合でまいりますと、そこまで急激に生徒が減るというようなことはない

のではないかというようなこともありまして、再編計画のほうでは学級減の対象にしてい

なかったというところでございます。 

 また一方、再編計画はそういうことにはなりますけれども、管理運営規則で、１学級40

人とありますが、40人以上の欠員が生じた場合には学級減の検討が必要になるという条項

がございますので、昨年は40人の欠員が生じたというところで、今回も推薦と志願者を合

わせて23人という状況がございますので、これから２次募集等も考えられるかと思います

が、そういった状況等も注視しながら、雫石町における高校等と連携した取り組みという

ようなことも考慮して、十分に町、学校と意見交換を行いながら進めてまいりたいと考え

ているところでございます。 

 小規模な高等学校においては、学習面という部分では、普通教科における科目選択の幅

が狭くなるというような制約がある中で、教員の加配措置等ということで、習熟度別の指

導なり、あるいは生徒の進路希望に対応した指導ということで、雫石高等学校におきまし

ても、進学、就職、それぞれの進路実現に向けて、それを生かす対応というところをやっ

てはいるところではあるのですけれども、それを皆様のほうにどのように御理解いただく
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かということ。 

 それから、学校の規模、生徒が少ないことによって、もっと大きい学校に行きたいとい

うようなお子様の意向があれば、学校サイドとして、こういうふうに頑張りますと言って

いるところはあるにせよ、その生徒が少ないことをどのように解消していくのかとなかな

か難しい部分もある中で、地域の学校を残すというところを地域と連携して取り組んでい

かなければということでの再編計画という考え方でございますので、御理解を賜ればと思

います。 

○髙橋但馬委員長 執行部に申し上げます。答弁は簡潔にお願いします。 

○ハクセル美穂子委員 次の再編まであと４年しかないと。５年間そのままにしておくわ

けにはいかないと私も思っていますし、４年というのは、高校の中身を変えるのは非常に

短い期間なのではないかと、１年ずつでいくのに、４回しかチャンスがないというぐらい

短い期間ですので、ぜひ集中して、やってらっしゃるとは思うのですけれども、よりよい

形、残す意義というものをしっかり考えて取り組んでいただきたいと思います。これにつ

いてはこれでおしまいです。 

 次に、当初予算の関係で２点お伺いしたいと思います。一つは、先ほど千葉進委員がお

聞きしたのがもしかして該当するのかと思いつつ、違ったのかと思ったのですが、運動部

活動活性化推進費というのがございますよね。そちらのほうで地域スポーツ指導者という

方々を部活動等へ活用を促進するというので予算が増額になっているのですけれども、地

域スポーツ指導者は先ほど話した方なのかなと思っていましたらちょっと違うようですの

で、具体的にはどういったことをし、どういう役割の方なのかということをお聞きしたい

と思います。 

○八木スポーツ健康課総括課長 先ほど千葉委員に部活動指導員のお話をさせていただ

きましたけれども、御質問の部分については、スポーツ庁の委託事業である運動部活動支

援体制の構築のための実践研究という事業がございまして、その企画公募に申請している

ところでございます。中身としては、外部指導員と学校の連携が促進される体制づくりに

積極的に取り組む、そのような形のモデル事業ということでございます。事業内容は、総

合型地域スポーツクラブや市町村の体育協会などの民間団体の協力を得ながら、地域のス

ポーツ指導者や引退したトップアスリート等を部活動に派遣するということで、先ほど部

活動指導員の話もございましたが、こういうモデル事業をやりながら、その課題を明確に

していくという事業でございます。 

○ハクセル美穂子委員 地域スポーツ指導者の皆さんも、スポーツ医科学と連携して、休

養とかそういったいろんな運動を取り入れたほうがけがが少ないとか、非常に有意義なこ

とをやっていらっしゃいますので、そういった部分についても、地域の皆さん、わかって

いる方もいらっしゃいますけれども、まだそこまで理解が進んでいなくて、かえって地域

スポーツ指導員の方のほうが部活動が長くなったなんていうことがないように、うまい形

で連携していただければと思います。 
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 もう１点は、縄文遺跡群世界遺産登録推進事業費についてですが、こちらのほうで、北

海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に向けた機運醸成の取り組みの実施とあります

が、これについて内容を教えていただきたいと思います。 

○松下生涯学習文化課総括課長 北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に向けまし

て県内の県民の機運醸成を図るということを目的に、来年度本県独自の取り組みとして、

県内４広域圏ごとに縄文遺跡群を中心といたしました世界遺産関連の巡回展示を計画して

おりまして、それに必要な所要の経費を当初予算に盛り込んでいるところでございます。 

 また、この巡回展示に加えて、その中の予算で、公用車に北海道・北東北の縄文遺跡群

の世界遺産登録に関する表示を行うということを考えておりまして、公用車を使ったＰＲ

活動というものを実施してまいりたいと考えているところでございます。 

○ハクセル美穂子委員 私の地元の雫石町にも、ことし岩手県教育表彰をいただいた滴石

史談会という歴史を愛好する団体がありまして、その中でも縄文遺跡は県北だけではなく

て雫石町にもあって、遮光器土偶が見つかっていたりとか、興味ある方はたくさんいらっ

しゃるので、そういった史談会とかいった地域の歴史愛好者の集まりの中に、この北海道・

北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に向けた取り組みというのはこういうものだというの

を、出前授業ではないですけれども、講師派遣みたいなのをやっていただければさらに、

ちょっと離れたエリアでも機運が醸成されるのではないかと思いますので、ぜひそういっ

た部分も取り組んでいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

○松下生涯学習文化課総括課長 今御案内のございました、県内さまざまなところで歴史

文化を研究する会とか、講演会とかが開催されていると思いますけれども、我々もそうい

う御依頼がございましたら、日程調整のつく限り、その場に出かけて、今の取り組みのＰ

Ｒというのをさせていただきたいと考えておりますので、今後関係団体とかの情報をいた

だきながら取り組んでまいりたいと考えています。 

○ハクセル美穂子委員 私もそういったことをＰＲしながら、連携して頑張りたいと思い

ます。 

 あともう一つ、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に関係してですけれども、

博物館の管理運営費の中で、子供たち向けにも北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登

録の内容というのをわかりやすく展示したりしていただけたらうれしいと思っています。

博物館も子供たち向けのコンテンツを最近、チラシなんかも非常にわかりやすく作成して

いただいて、うちの子供たちも持ってきて、これに行きたいとか言ったりするようになり

ました。勾玉づくりとか、人気のものがあるのは私も存じていますので、そういった中で

北海道・北東北の縄文遺跡群世界遺産登録についてもぜひ子供たちにもお知らせしていた

だきたいと思います。これは要望です。 

○工藤誠委員 今ハクセル委員からも応援いただきまして、ありがとうございます。北海

道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録についてお聞きしたいと思います。いよいよ平成

29年度に世界遺産登録国内推薦５度目の挑戦ということで、今月中に推薦書を出すわけで
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ありますけれども、この前の招集日の教育長の演述の中では、今度こそという思いという

ことで取り組むという力強いお言葉もありまして、心強く感じました。 

 そこで、あと１カ月、作業が大詰めになっているのでしょうが、現在の状況をちょっと

教えていただきたいと思います。 

○松下生涯学習文化課総括課長 北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録につきまし

ては、今月末に推薦書案を文化庁に提出するということで、現在最終調整を行っていると

ころでございますが、昨年７月に文化審議会から九つの課題が示されておりますので、そ

の課題解決を図るために、課題が示されて以降、関係自治体による推薦書改訂の会議です

とか、文化庁との協議を重ねてきておりまして、またあわせて専門家との意見交換を含め

て、世界遺産登録に向けた推薦書の論理構築というのを進めてきております。今後、最終

的に推薦書案の最終調整を行うということで、来週月曜日、６日には縄文遺跡群世界遺産

登録推進会議を開催するとともに、その後本当の大詰めでございますが、ワーキンググル

ープによる調整を行いまして、最終的な専門家からの御意見をいただいた上で、３月末に

推薦書案を提出したいと考えております。 

○工藤誠委員 いろいろハードなスケジュールの中で、ワーキンググループなどでは頑張

っていただいているという話は聞きました。 

 そこで、以前にもお聞きしたかもしれませんけれども、９項目の課題が示されていると

いうことでありますが、今回の見直し作業に当たって、一番議論になったこと、それから

また９項目の中でどこが一番難しかったか、時間を要したこと、主な点で結構でございま

すので、それをお知らせいただきたいということと、そういう議論を経た結果として、今

推薦書を最終的にまとめている段階でしょうけれども、どこの部分をバージョンアップし

たか、どこの部分をＰＲできるように変えたのかということを教えていただきたいと思い

ます。 

○松下生涯学習文化課総括課長 昨年７月に文化庁の文化審議会から示された課題での

大きなテーマといいますのは、今北海道・北東北の縄文遺跡群が主張している価値をわか

りやすく表現する、それを世界の文化が新石器文化という中で、縄文文化の特異性みたい

なものをしっかり説明することというのが一つ大きなテーマとしてございます。 

 また、２点目といたしましては、今主張しようとしている定住の達成ですとか、環境適

応というテーマをしっかり構成資産との関係で主張していくように、論理構築を明確化す

ることといったような点。 

 もう一点挙げるといたしますれば、今現在17の資産で構成しておりますけれども、それ

ぞれの構成資産が主張しようとする価値にどのように貢献しているのかというのを明確に

すること。 

 このような点が文化審議会のほうから示されている、解決しなければならない一番大き

な点でありまして、やはりこういう点が専門家委員会等でも議論の中心となっております。 

 それで、今年度末に出す推薦書でございますけれども、先ほど申し上げた課題に対応す
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るために、まず一つ目といたしましては、他の地域との比較を充実させる。縄文遺跡につ

きましては日本各地にございますけれども、現在北海道・北東北で構成しているというこ

とで、今縄文の専門家の中では文化圏というのが設定されておりますけれども、その文化

圏との比較を充実させること。 

 そして、今の17構成資産が証明しようとする価値にそれぞれどう貢献しているのか、そ

れをわかりやすくするために構成資産の特徴を簡潔にあらわすといったようなことを改訂

しているところでございます。 

 また、三つ目ですけれども、最終的には世界遺産委員会に出す場合には英語バージョン

で出すということもございますので、そこの英訳というのを念頭に置きながら、簡素でわ

かりやすい表現に改めていくということで、今現在推薦書の最終調整をやっているという

状況でございます。 

○工藤誠委員 課長の頭にはしっかり入っているかもしれませんが、一般の人たちが聞く

となかなか、それを理解して、ここがこうだということを納得するには難しいところがあ

るような気がします。最終的には文化審議会の先生方がしっかりと確認されるのでしょう

から、それはそれでいいとして、これまで文化庁の担当調査官と、それから専門家の先生

方と意見交換をしながら、課題解決に取り組んできたと思っているのですが、来週ですか、

今月もう一度専門家委員会があるのですかね、そこで了承いただいて、そして内容を決定

するということであります。 

 調査官なり専門家の皆さんとしては、これまでの見直し作業の結果についてどのような

感想を述べていらっしゃるか、それを教えてください。 

○松下生涯学習文化課総括課長 感想というのは、会議の場ではさまざま意見交換されて

おりますけれども、今までの検討の過程で、縄文文化を北海道・北東北の17の遺跡で代表

しているということをどういうふうにわかりやすく、また学術的な裏づけをつけていくか

と、そこのところが一番重要なことだろうということで議論をしてきておりまして、そこ

はやはり専門的な知見、全国の縄文遺跡の状況をよくわかっている専門家ですとかから御

助言をいただきながら論理構築しているところでございます。 

 文化庁につきましては、必ずしも縄文遺跡の専門家ではございませんので、世界遺産登

録の担当のところと、世界遺産として出すときの論理構築の仕方といったところについて

さまざま御助言をいただきながら、ブレーンストーミングとしてまた別の表現の仕方もあ

るのではないかとか、そういう助言をいただきながら、推薦書の内容を充実できるように、

今最終調整をしているという状況でございます。 

○工藤誠委員 いずれ課題が解決されたことを、議論されたことを、しっかりと専門家の

皆さんとか、ワーキンググループの皆さんで確認していただいて、自信を持って提出して

ください。３月31日に提出するわけではないでしょうから、限られた時間でしょうから、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、一つだけ確認させていただきます。平成29年度の文化審議会で国内推薦候補と
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して審議されると言われているものは、この北海道・北東北の縄文遺跡群と、それから新

潟県の金を中心とする佐渡鉱山の遺跡群と、大阪府の百舌鳥・古市古墳群ということで、

この三つが平成29年度検討されるよということでよろしいですね。というのは、今暫定リ

ストにはほかにも載っているわけです。その中から、今の時点で３月中に推薦書が出され

るとかという情報は持ち合わせていますか。 

○松下生涯学習文化課総括課長 今御案内ございました３件については、我々の北海道・

北東北の縄文遺跡群を含めて、今年度末に推薦書が出るというのは承知しておりますけれ

ども、文化庁が、広く暫定リストに載っている自治体に審議してほしい案件については３

月末までに出すようにという案内を流しておりますので、現時点でそのほかが出てくると

いう情報は得ておりませんけれども、暫定リストに載っている、構成資産を持っている各

自治体がどう動くのかというところ、詳細までは現時点では情報が入っていないという状

況であります。 

○髙橋但馬委員長 おおむね午後３時になりますが、工藤誠委員の質疑終了後に休憩いた

したいと思いますので、このまま続行させていただきます。 

○工藤誠委員 早目に終わります。専門家の部分についてはお任せしますので、しっかり

とやっていただきます。 

 それから、機運醸成ということでございます。県民運動を盛り上げましょうということ

で、４道県連携のもと取り組んでまいりました。昨年12月には県内でフォーラムがありま

したし、国会議員の北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群世界遺産登録推進議員連盟の

先生方も岩手県と秋田県の遺跡を視察されるということもありましたし、１月は東京でフ

ォーラムがあったということです。そして、今度の12日ですか、青森県の三内丸山遺跡で

北海道・北東北の縄文遺跡群世界遺産登録推進期成会が開催されるということで情報提供

をいただきました。このことに対して、県としてどういう対応を現時点でお考えになって

いるのか、お伺いしたいと思います。 

○松下生涯学習文化課総括課長 ３月12日でございますけれども、国会議員の議員連盟の

方々が青森県の遺跡を御視察されるということもありまして、それに合わせて４道県でや

っております縄文遺跡群世界遺産登録推進本部の期成会というものを開催するという案内

が来ております。県教育委員会といたしましては、縄文遺跡群世界遺産登録推進本部の副

本部長である教育長がその場に出席することで、今調整をしております。４道県連携して

取り組んでいけるように、最終的に一致団結して取り組む場でありますので、出席したい

と考えております。 

○工藤誠委員 それと、平成28年度は４月26日に文部科学大臣、それから文化庁長官のほ

うに、４道県、それから構成自治体の皆さんで要望活動をしているわけですけれども、今

３月ですから、何か４月中の動きというものはあるのでしょうか。 

○松下生涯学習文化課総括課長 ４月、提出して以降ですけれども、今まで提出して以降、

４道県を含めて、文化庁、そして文部科学省等への要望活動を例年行ってきておりますが、
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来年度も行うことになるとは思っておりますけれども、まだ具体的な日時等までは連絡が

来ていないという状況でございます。 

○工藤誠委員 では、まずこのことについては頑張っていただくしかないので、５回目、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、新年度予算のことでちょっとお伺いします。平泉文化遺産ガイダンス施設整備

事業費3,800万円ですか、基本設計を行うということで計上されているようですが、ちょっ

と私はよくわからなかったのですけれども、これから基本設計するわけですから事業費等

は今後はじくのかもしれませんけれども、おおよその事業費とか、設置場所、財源、内容、

それから運営、県営でやるのでしょうけれども、その具体的な内容についてお知らせくだ

さい。 

○松下生涯学習文化課総括課長 来年度の当初予算で平泉文化遺産のガイダンス施設の

整備の設計ということで計上させていただいているところでございますけれども、このガ

イダンス施設につきましては、平泉文化遺産が世界遺産登録されたときの推薦書にガイダ

ンス施設の整備というのを位置づけておりまして、今後の拡張登録に向けた取り組みを現

在行っておりますけれども、拡張登録に向けてその整備を具体化していくということで、

来年度に基本設計の予算を計上させていただいているものでございます。 

 設置場所につきましては、県が今管理、発掘調査等を行っている柳之御所遺跡がござい

ますけれども、そのところに現在、バイパス整備のときに国土交通省がつくった資料館が

あり、それを譲り受けて今資料館として活用しているわけでございますが、その資料館が

建っている土地にガイダンス施設を整備したいということで検討しているところでござい

ます。具体的に面積とか事業費が幾らになるのかというのは今後精査していくという状況

でございます。また運営体制につきましても、指定管理方式または直営方式、さまざまあ

ると思いますが、メリット、デメリットを勘案しながら、整理しながら、同時並行して進

めてまいりたいと考えております。 

○髙橋但馬委員長 この際、10分間ほど休憩いたします。 

   〔休憩〕 

   〔再開〕 

○髙橋但馬委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。 

○斉藤信委員 最初に、新聞報道にもなっている２月１日に県立福岡高等学校で傷害容疑

で講師が逮捕された事件ですが、最終的には不起訴になったということですけれども、新

聞報道を見ると、県教育委員会は任意調査の限界として保護者に警察へ被害届を出すよう

勧めたと、ちょっと聞いたことのないような例であります。釈放されて事情聴取もしたと

思うので、この傷害のてんまつ、事実はどうだったのか、そのことを最初にお聞きしたい。 

○今野参事兼教職員課総括課長 当該教員については、委員御指摘のとおり、先日釈放さ

れたということで、現在聞き取り、事情聴取を進めているということでございまして、そ

の結果については現時点では差し控えさせていただきたいと思います。 
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○斉藤信委員 それではだめなのです。新聞報道では、けがは過失によるものという判断

だったけれども、本人は体罰というか、みずからやったということは否定していたと。し

かし、警察の捜査に、逮捕容疑については認めたということではないのですか。 

○今野参事兼教職員課総括課長 基本的な容疑事実、いわゆる運動用具、剣道の胴でござ

いますが、それをつかんで投げつけたという基本的な中身については認めているというこ

とでございますが、それ以上の詳細については、現在聞き取り調査した上で判断いたした

いと考えておりますので、そういうことで御理解願いたいと思います。 

○斉藤信委員 これは極めて重大なのです。学校の調査、県教育委員会の調査に対しては、

故意ではないと。しかし、警察の捜査に対しては、逮捕容疑を認めたと。投げつけたと、

投げつけて傷を与えたということ、これ全然違うのです、当初の言っていることと。そう

いう意味では極めて重大で、恐らく県教育委員会もそこらの判断ができなかったから警察

に訴えてくださいということなったのだと思うのです。当該講師が最初の調査に真実を明

らかにしなかったと、このことは極めて重大で、県立盛岡第一高等学校の事件も私は取り

上げましたけれども、教師が事実を伝えないということがこの問題を深刻にするという、

そういうことなのだと思うのです。 

 そして、学校の調査が不十分だったと。警察は、ちゃんと裏づけ捜査をしたからやった

のです。学校は、まともな調査をしていない。同じクラブの部員を調査したらわかったは

ずなのです、見ていた人がいたのですから。県教育委員会に相談があって、県教育委員会

も調査したけれども、そこまでやらなかった。盛岡第一高等学校の事件と余りにも似てい

て、そういう学校の調査、県教育委員会の調査が不十分だったためにこういうふうになっ

たのではないですか、いかがですか。 

○今野参事兼教職員課総括課長 委員御指摘のとおり、当初の講師の申し立てと、現時点

での警察に対する供述が違っていたということについては、事実としてそのとおりという

ことではございますが、ただそれを講師本人が隠し立てというような意図でそういったこ

とを言ったのか、あるいは興奮の状態でというような申し立てもありまして、そういうこ

とで記憶がはっきりしなかったのか、それを含めて現時点で事情聴取をしているというこ

とでございます。 

 それから、学校の調査につきまして、周りの生徒に対する聞き取りはともかくとして、

被害生徒そのものにも聞き取りをやっていなかったということでございまして、それにつ

いては極めて不十分だったと考えております。 

 その後、県教育委員会で聞き取りを行い、その時点で被害生徒に対しても聞き取りを行

ったということでございまして、今回この事案については、継続的な事案ということでは

なくて、単発の事案ということでしたので、その時点では被害者、加害者、双方の当事者

に聞いた上で判断するということで、それで適当だろうといったような判断をさせていた

だいたということでございます。結果として、事実が十分確認できなかったということに

ついては、反省すべきと考えておりますが、その時点ではそういう判断をしたということ



 56 

でございます。 

 それから、警察への相談という経緯が、確かにあったわけですが、それにつきましては、

当初の講師の供述が、いわば胴が全く想定外の方向に飛んでしまったというものだったが、

改めて県教育委員会から聞き取りをする段階では、実は至近距離で胴を後ろからたたいて

前に飛んだというような、そういった供述の変更があったということがございまして、そ

ういったことを踏まえて、当初は偶発的な傷害というふうに捉えておりましたが、県教育

委員会としても傷害罪、刑法にも触れるといったようなこともあり得るのではないかとい

うことで警察に相談したということでございます。 

○斉藤信委員 シンプルな問題なのだから、うだうだ弁解がましく言うべきではないです

よ。これは、学校や県教育委員会がクラブの生徒をきちっと調べていたらわかることなの

です。言うことが違った場合に、周りをちゃんと調査するということが第一義的な対応な

のです。当事者同士だけで決まらない問題があるのだから。あなた方は、盛岡第一高等学

校の問題の教訓を全然踏まえていない。大事なのは最初の調査なのです。そして、教師、

講師が最初から事実を言わない場合があるということも踏まえてやらなければだめだと思

います。そういう点で、今回もまた学校や県教育委員会の対応が不十分だったと言わざる

を得ない。 

 そして、結果的にこの生徒は転校せざるを得なかったわけです。残念なことです。そう

いう意味で、これだけ大きく報道もされて、学校、県教育委員会のイメージも本当に大き

な打撃を受けたと思います。こういう事件のときには最初の事実の調査をしっかりやると。

そして、今回の場合、二転三転したということも問題なのだから、厳正に対応していただ

きたい。 

 二つ目、今年度の県立学校におけるセクハラ、パワハラの事件というのはどのぐらいあ

りますか。 

○今野参事兼教職員課総括課長 今年度につきましては、セクハラ、パワハラという事案

については承知をしていないところです。 

○斉藤信委員 承知をしていないと言ったらだめですよ、あるのだから。そういう答弁を

あなたがすると、私は具体的に指摘せざるを得ない。県立学校において、セクハラによっ

て処分された事案があるでしょう。 

○今野参事兼教職員課総括課長 懲戒処分を行った場合につきましては、直ちに公表する

というのが原則でございまして、基本的にそのとおりやっているということでございます

が、これは一般論としてということですが、いわゆるわいせつ等、セクハラを含めまして、

そういった事案につきまして、そういった事案がいわば流布することに至り、被害者が二

次的な被害を受けるというようなことが強く想定される場合、なおかつ被害者が公表する

ことを強く望まないといった場合については、これを公表しない場合があり得るというこ

とはございます。 

○斉藤信委員 公表しないことと、パワハラ、セクハラがあったかないかということとは
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別の問題でしょう。私は特定の学校を言っているのではないのだから。違いますか。あっ

たものをないと言ったら間違いでしょう。違いますか。どういう処分をしたのか。その教

訓をどういうふうにあなた方は生かそうとしているのか、そのことを教育長にお聞きした

い。 

○高橋教育長 今教職員課総括課長が答弁いたしましたのは、公表のあり方としての基本

的な考え方を申し上げたわけでございまして、具体的なその例といたしまして、そういう

事例があり得るということについては、御指摘のとおり否定するものではございません。

いずれさまざまなハラスメントが起きる可能性はございますので、それに対しては今後と

も厳正に対応していきたいというように思っています。 

○斉藤信委員 公表しないことと存在を否定することは違うのだと思うのです。結局そう

いう事件があったのに覆い隠してしまう、これは隠蔽です。教訓が全然伝わりませんよ。

だから、被害者が特定されないように慎重に配慮は必要だけれども、極めて重大な事案な

のだから、私はこういうものを二度と起こさないという教訓を徹底しなければだめだと思

います。教育長、いかがですか。 

○高橋教育長 本県で起きたさまざまな事案については、事例集でありますとか、さまざ

まな研修の場、会議を通じながら、具体的な内容について今後とも徹底していきたいと思

っています。 

○斉藤信委員 いずれにしろ私のところに告発があったから取り上げたのです、隠蔽され

ているではないかと。隠蔽というふうに見られたら、これは問題の解決に逆行するのです。

だから、被害者の人権を最大限尊重しながら、しかしきちんと隠蔽しないで解決する方策

というのをやるべきですよ。私が聞いても、ないなんていう、あるものをないなんて言っ

たら、うそを言うのだから、そういうのを隠蔽というのです。これは、私も立ち入ってこ

れ以上は聞きませんが、極めて重大な事案なのだから、本当にパワハラ、セクハラをなく

す、そういう立場でしっかり対応していただきたい。 

 次に、部活動の休養日について私もお聞きをしたいのですけれども、私はこれは画期的

なものだと思います。県立学校では週１日以上の休養日を設けると。留意事項としては土

曜日、日曜日のいずれか１日以上を休養日とすることが望ましいと。これは本当にしっか

り徹底していただきたい。中学校はどうなっているかというと、平日週１日及び第２日曜

日、第４日曜日を休養日とすると、これちょっと表現が違うのですね。これは、中体連の

さまざまな日程などを調整して、第２日曜日、第４日曜日は休養日にするという具体的な

指示です。だから、県立高校と中学校でなぜこういう微妙にずれが出たのか、そのことを

示していただきたい。 

 あともう一つは、これは関係者がよく理解、納得してやるということがすごく大事なの

だと思います。こういう休養日をとるということが科学的にも合理的にも、クラブ活動の

強化にとっても前向きな取り組みだということをいろんな形で明らかにしながらやってい

く必要があると、健康面はもとより。大体プロ野球の選手だって毎日投げないのだから。
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エース級なんて４日、５日に１日でしょう。スポーツ医科学的な合理性、科学性、そうい

うものを理解していただきながら進めると。 

 一番の障害は経験主義です。俺はこういうふうにやられてきた、大学でこういうふうに

教えられてきたとかという。あと、子供たちには経験主義しかないのです。子供たちには、

自分の学校での経験しかないのです。これは本当狭いものなのです。だから、一流、一級

のそういうところで、どう合理的な活動をしているかということも紹介しながら進めるこ

とが必要だと思うけれども、いかがですか。 

○今野参事兼教職員課総括課長 委員御指摘のとおり、中学校に対する通知の内容と高校

の場合の通知の内容に相違があるということにつきましては、各関係者も入って、協議の

場の中で、話し合った上で今回についてはこういった形にしたということでございまして、

いずれ中学校、高校の部活動の実情の違いというものも踏まえて、まずスタートとしては

こういった形でやらせていただいたということでございます。 

 それから、関係者の理解ということについては、そのとおりと考えておりまして、いず

れ県教育委員会から一方的にこういった形でやるといいましても、保護者、指導者の方に

よりましても部活動に対する温度差といったようなものもあろうかと思いますので、そう

いった方々を含めて、いずれ休養日の必要性というものを丁寧に説明してほしいという旨

を今回の通知の中でも明示をして、具体的なやり方も示して、通知を発出したということ

でございまして、いずれ部活動の実施状況についても把握しながら、指導、助言を行って

いきたいと考えております。 

○八木スポーツ健康課総括課長 部活動の効率的、効果的な指導については、今までもや

っていますけれども、次年度も中学校、高校の部活動指導者に対して、医科学面の研修会

等を実施しながら部活動のあり方を考えますし、また、当課に医科学担当がおりますが、

中学校、高校を回って医科学の普及をしておりますので、それを次年度、継続して実施し

ていきたいと考えております。 

○斉藤信委員 次に、高校再編にかかわって、千葉進委員も本会議で取り上げた県立葛巻

高等学校の問題について。葛巻高等学校の今年度の志願者数を見ますと、連携型の志願者

で27名、推薦が１名、そして試験の志願者数が23名、こういうことになって、応募者数の

段階で２クラス分を確保するということになっているのです。ところが、葛巻高等学校は

高校再編計画では来年度から１学級減なのです。２学級から１学級になると。本当に地域

が一丸となって、こういう形で山村留学の成果も上げ、地域の周りからも葛巻高等学校に

進学しようという、こういう取り組みがある中で、次の年度に１学級減というのは、地域

の取り組みを踏まえて見直すべきではないのかと。教育長の答弁は適切に対応すると、適

切というのはよくわからないのだけれども。いかがですか、こういう地域を挙げた取り組

みが成果を上げているところは、今２学級が維持されているなら、やっぱり２学級を維持

すべきではないかと思いますが、いかがですか。 

○木村高校改革課長 ただいま斉藤委員のほうから来年度というお話がありましたが、再
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編計画のほうでは平成30年度となります。教育長からも本会議でお答えしたとおり、葛巻

高等学校におけるこういう定員の充足状況ということ、そしてふるさと振興に向けた取り

組みというようなことで、山村留学というような取り組みもやられているわけでございま

す。それから近隣の学区外の市町のほうからも志願したというような状況、そして連携型

の中高一貫校というようなこと、また来年度の町内の中学校卒業者が45人という状況がご

ざいますので、そういったこと等もあわせて考慮の上、町、学校と十分意見交換をしなが

ら対応してまいりたいと思っています。 

 実際の平成30年度の学級編制ということになりますと、これまで同様、８月上旬の閉会

中の常任委員会でお示しして、10月中旬の教育委員会議で正式決定するという流れになり

ますけれども、十分検討した上で適切に対応してまいりたいと考えております。 

○斉藤信委員 かなり前向きに受け取ってよろしいわけですな、その適切という意味。地

域の努力に応えるというニュアンスで受け取っていいというふうに私は今の答弁を認めま

した。違っていたら、また答弁してください。違っていなかったら、そのままで。 

○高橋教育長 本会議でも申し上げましたが、適切にということでございまして、それ以

上でもそれ以下でもございません。 

○斉藤信委員 高校改革課長もかなり具体的に答弁しましたので、ぜひ、こういう地域の

努力にはしっかり応えるということも私は大事だと思うので、よろしくお願いをしたい。 

 次に、盛岡市が今進めている野球場について、盛岡市は基本構想を出したのですけれど

も、プロ野球の試合ができるような、そういうものを県と一緒にやりたいと、こういうこ

とで具体的にボールが投げられました。これにどういうふうに県は応えるのか。 

○八木スポーツ健康課総括課長 野球場の整備についてでございますけれども、委員御案

内のとおり、盛岡市と共同整備を検討しておりまして、具体的には市が来年度に実施する

民間資金を活用した手法を導入する可能性調査の結果を踏まえて判断していきますけれど

も、この調査についても県のほうで補正予算をとって、共同で民間を活用した手法導入を

ともにやっていくという形になっております。 

○斉藤信委員 今補正の話ありましたが、きょう説明のあった補正予算の中にその調査費

が入っていると。 

○八木スポーツ健康課総括課長 はい。 

○斉藤信委員 そういうのはちゃんと説明してほしいね。 

○八木スポーツ健康課総括課長 国庫のほうですが、民間資本金活用事業調査費補助とい

うのがございまして、市のほうで手を挙げていたのですが、これが採用になる見通しでご

ざいまして、それで県は、案分によってですが、12万円ほど。国のほうが随分大きな1,000

万円ほどの補助を見込んでおりますので、そういう形で今進めさせていただいております。 

○斉藤信委員 これで最後にしますが、今の県営野球場というのの現状、耐用年数という

か、これはどうなのですか。 

○八木スポーツ健康課総括課長 委員の皆様は御存じかと思いますが、50年ほどたってい
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る施設ですので、新しい野球場を今構想ございますが、それとあわせて検討していきたい。

県営施設のあり方検討を今しておりますので、その中で検討していきたいと思っておりま

す。 

○小西和子委員 まず、先ほど現職死亡のことで退職手当が出た人数ということでの質問

があったときに15人と答えましたけれども、私がいただいた資料では18人なのです。３人

というのは臨時採用教職員ということでよろしいですか。 

○今野参事兼教職員課総括課長 先ほどについては、退職手当の予算の関係での説明とい

うことでございましたので、いわゆる退職手当の支給対象外の講師の分は含まれていなか

ったものでございます。 

○小西和子委員 さまざまな方からお聞きしましたところ、講師の中には、私の次女の年

齢と同じ37歳で亡くなった方もいらっしゃるのです。講師を十数年間続けているわけです。

講師、臨時採用教職員の定期健診等はどのようになっているかを伺いたいと思います。 

○荒川小中学校人事課長 講師につきましては、任用する段階で定期健診ではなく健診を

して、就業可という診断書に基づいて任用しているという状況でございます。 

○小西和子委員 小中学校の場合は、なぜか毎年職場が変わるのです。高校の場合は何年

間続けても可なのですけれども、毎年毎年ほかの職場に移らなければならない。それだけ

でもかなりのストレスだと思うのですけれども、長く勤めている方には、希望者の方にも

もう少し、正規の教職員のような定期健診等が行われたらよかったのではないかというふ

うに私は思いました。さまざまな仕組みがありますので、急には難しいと思うのですけれ

ども、余りにも臨時採用教職員の数が多過ぎます。県立学校と小中学校で2,000人弱ですよ

ね。ですから、健康管理の面で、そういうような定期健診を行うようなことを検討してい

ってほしいと、これは要望です。 

 次に、１月16日の教育委員会定例会議での議論の中で、性別で分ける名簿のほうがよい

といった発言があったやに聞いております。大問題です。平成28年度第２回県教育委員会

と市町村教育委員会との意見交換会の資料というのをいただきまして、その中で性別で分

けない名簿の導入の検討についてというわかりやすいものをいただきまして、こういうこ

とを、教育委員の皆さんというのは、教育を進めるということに逆行するようなことを言

う人はいないはずなのですけれども、そういう方にもわかりやすくお話をしていただけれ

ばと思います。さまざまな条例がございます。 

 全国的には直近で実施率は81％になったのです。岩手県は小学校が36.5％、中学校が

16.0％、高等学校が56.3％で、足をいっぱいいっぱい引っ張っているというのが実情でご

ざいます。そこで、性別で分けない名簿の導入についての教育長の決意を伺いたいと思い

ます。 

○高橋教育長 先ほど教育委員会会議における議論の話がございました。教育委員会の構

成は、さまざまな現在の仕事でありますとか経歴でありますとか、バランスよく選任して

いただいているところですけれども、そういう中でいろんな意見をざっくばらんに交換す
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るというのは、それは必要なことだというように思っております。そういう中で、かつて

の実際学校現場にいた経験からすれば、そういう話も当時はあったというような趣旨のも

とで発言されたというふうに理解いたしております。 

 それで、基本的な名簿の方向性につきましては、これまでの小西委員の御質問に対して

お答えしてきたとおりでございまして、具体的には県立高校のほうで着実に成果が上がっ

てきているというような動きがございます。名簿につきましては、男女共同参画を進める

ということもございますし、学校関係者の理解と合意形成の上で着実に進めることが大事

だと思っていまして、これまで受けております勧告等の経緯等も踏まえながら、その共感

を得られるような取り組みを推進していきたいというように考えております。 

○小西和子委員 ついこの間まで重要な役をしていた方の発言ですので、これは問題だな

というふうに私は思います。 

 それでは、本論に入ります。17日の常任委員会で教育委員会の質疑があるかどうかわか

りませんので、きょう聞きたいと思います。2017年度の教職員の配置方針、それから加配

の方針、この間復興加配については人数をお聞きしましたけれども、全体の加配の方針で

すね。これまでの加配との違いについて、まずお伺いしたいと思います。短くていいです。 

○荒川小中学校人事課長 2017年度の教職員の配置方針ですが、県教育委員会の人事異動

方針に基づいて人事異動を進めております。引き続き、東日本大震災津波からの教育の本

格復興に向けた取り組みの推進を第一に掲げ、防災教育を初めとする岩手の復興教育を着

実に推進するための人事配置に努めました。さらに、学力向上、いじめ、不登校問題など、

学校における諸課題により力を入れて取り組みを進めるとともに、次世代の学校創生に向

けて、組織として教育活動に取り組む体制をつくり上げていくために、所属長のリーダー

シップによるマネジメント機能の強化や主幹教諭、指導教諭の配置促進等、適材適所の配

置に努めたところでございます。 

 続いて、加配でございますが、国からの加配については、これまでどおり指導方法工夫

改善の加配や、児童生徒支援、研修のための加配等が措置されております。ただ、来年度

から国の加配の一部が基礎定数化されることになり、指導方法工夫改善加配、それから通

級指導加配が児童生徒数に応じて措置されることとなっております。ただ、これまで措置

されている加配の数と基礎定数化された来年度の数に若干の増減はあるものの、大きな差

異はないということで加配定数が配置されているところでございます。 

○小西和子委員 沿岸部の教職員に伺いますと、沿岸部出身の教職員がすごく少ないので

す。例えば釜石地区あたりだと２割程度。しかし、ルールに従って他管内に動かなければ

ならないとかということがあるのですけれども、私が思うに、被災した地元の教職員とい

うのはすごく大事だと思うのです。無理やりルールだからといって動かすというようなこ

とではなくて、被災地で中心となって復興にかかわるほうが子供たちにとってもよい影響

を与えるのではないかというふうに考えますので、御配慮をお願いいたします。 

 それでは、少人数学級のことに移りますけれども、2016年度、今年度の小学校３年生、
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４年生、中学校１年生、２年生の少人数学級導入の学級数、学校数イコール学級数ですね、

大体、そうではないのですか。その学校数、学級数、それから導入に至らなかった学校数、

学級数と理由をお伺いしたいと思います。 

○荒川小中学校人事課長 まず、学校数と学級数が違うのは、学校によっては５クラスあ

って、そこが35人になると掛ける５になりますので、そういうところで学校数と学級数が

違ってきます。少人数学級導入の学校数、学級数についてでありますが、小学校３年生で

19校、59学級、４年生で20校、60学級、中学校１年生では35校、149学級、２年生では24

校、97学級となっております。 

 次に、実施しなかった学校につきまして、小学校３年生で４校、４年生で８校、中学校

１年生では５校、２年生では11校であります。その実施しなかった主な理由につきまして

は、これまで取り組んできたチームティーチング（ＴＴ）や習熟度別授業などで成果を上

げており、少人数指導をこのまま継続したいという学校、それから縦割り班での集団の機

能を維持したいと、学級数をそろえたいということです。そういうことが理由として挙げ

られております。 

○小西和子委員 それでは、念願の中学校３年生、来年度から少人数学級ということにな

るわけですけれども、予定の学校数、学級数についてお伺いしたいと思います。 

○荒川小中学校人事課長 来年度の中学校３年生につきましては、現時点で35校、149学

級が35人以下の学級となる予定でございます。 

○小西和子委員 その学級には加配があるのですか。 

○荒川小中学校人事課長 加配ということではなく、基礎定数の中で教職員が配置される

ということでございます。 

○小西和子委員 ということは、ＴＴとか少人数指導の方の中から担任が決まるというよ

うなことでいいわけですね。 

○荒川小中学校人事課長 必ずしも機械的にそうなるわけではなく、県としての教職員の

配当基準表というのがあります。学級数に応じて配当基準が決められている。それで、配

当基準表によって１学級が単純にふえる学級数と、一つだけがふえると２学級ふえる配当

基準もありますし、３学級ふえるという場合もあるので、必ずしも一つということではあ

りません。 

○小西和子委員 仮にＴＴと少人数指導の方のどちらかが担任ということになると、ＴＴ

だと週20時間勤務ですよね。中学校の先生方。担任となると、週29時間勤務で、９時間オ

ーバーするというふうに私訴えられたのです。それをみんなでまたやりくりしなければな

らないので、やっぱり忙しくなるというような話がありました。そのことにつきましては、

現場の実態を把握して、何とか現職死亡を出さないように、精神疾患を出さないように御

配慮を願いたいと思います。 

 次に、さまざまなサポートがあるかと思います。すこやかサポート、生活指導サポート、

そういうサポートの配置基準と学校数、学級数について伺います。 
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○荒川小中学校人事課長 すこやかサポートは小学校のサポートでございますが、配置基

準につきましては、30人超学級を有する学校で、原則少人数指導加配が入らない学校、そ

れから14人から16人の複式学級を有する学校、いわゆる多人数複式というものですが、そ

れから生徒指導に課題のある学校に配置となっております。この生徒指導につきましては、

今年度の生徒指導モデル校として新規の配置校ということで、県内12校に配置していると

ころでございます。 

 中学校は、学校生活サポートという非常勤を配置しておりますが、この学校生活サポー

トにつきましての配置基準は、いじめ、不登校の件数が多い学校というところ、それから

学習の定着度が余りよくないといいますか、学習の定着に課題がある、そういう学校に重

点的に配置しているところでございます。 

○小西和子委員 昨年度大いに問題になりました指導養護教諭というのがありました。要

領にも何もなかったのに、いきなりということでしたけれども、１年間経過してみての問

題点をどのように把握しているのか。来年度の配置方針等についてお伺いしたいと思いま

す。 

○荒川小中学校人事課長 指導養護教諭の配置の目的等についてでございますが、まず養

護教諭は、今大量退職時代を迎えておりまして、例えば平成29年度は５人に１人が20代、

30代の養護教諭になりますし、30年度は４人に１人、31年度は３人に１人という形で若返

っていきます。そこで、そういう若手の養護教諭に指導技術や業務知識を適切に継承して

いくための体制を整えるための制度であります。また、いじめや学校不適応等、学校の課

題も増加しておりますので、保健室経営力の一層の向上が求められているところでござい

ます。そういう状況を踏まえて、養護教諭の指導を担う職として指導養護教諭という新し

い職を設置いたしました。 

 今年度、１年目ですが、県内で７名、指導養護教諭を任用しまして、新採用等、若手の

養護教諭のいる学校を訪問いたしまして、サポートや支援をしたところでございますし、

研修会等の講師としても活用しているところでございます。来年度も若干名ですが、７名

から増員して、県内各地の学校訪問指導等を行いたいと考えております。 

○小西和子委員 北のほうの指導養護教諭は、新採用を何人も抱えました。ところが盛岡

管内は新採用ゼロでした。そういうようにすごくアンバランスがありますので、一部の方

にうんと負担がかからないような御配慮をお願いしたいと思います。 

 次に、沿岸地域の学校への配慮ですけれども、私は一般質問でも言ったのですが、大変

な学校もございますので、後で写真等もお持ちしたいと思います。まず、施設設備等につ

いてどのような配慮をしているのかということをお伺いしますし、教職員の配置等につい

てもあるかと思います。心のケアについては、先日の一般質問でも伺いましたので、そこ

は割愛したいと思います。その他、何かございましたらお伺いしたいと思います。 

○佐々木学校施設課長 沿岸地区の学校の施設設備に関する配慮ですけれども、基本的に

県立高校につきましては県が運営しておりますので、例えばいわての学び希望基金を活用
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した教育環境の充実とか、防災機能の強化のための対策ですとか、それから教員住宅が不

足しているという事情がありますので、そういった整備に向けた取り組みを順に進めてい

るというような状況にございます。 

 ただ一方で、市町村の学校に関する配慮でございますけれども、基本的には国庫による

地方財政措置ですとか、国庫の補助金、負担金、それから起債の制度が県立の学校よりも

充実しております。したがいまして、直接の配慮ということは基本的にはないわけでござ

いますけれども、国庫の申請ですとか、あとは文部科学省との仲立ちという形で支援をさ

せていただいているところでございますし、一般質問でも教育長が答弁したとおりでござ

いますが、県教育委員会事務局には技術職員がおります。建築、電気、土木、施設設備の

技術職員がおりますので、技術的な問題等がありましたら御相談いただければ対応できる

ものと考えています。 

○荒川小中学校人事課長 教職員の沿岸地区への配置等につきまして、この前の教育長へ

の一般質問にもありましたとおり、国から180人という復興加配の数を小中学校及び義務教

育学校ではいただいております。この180人のうち、171人を沿岸地域に配置する予定であ

ります。残り９人は内陸部に、沿岸で被災した子供が転校している学校もありますので、

そういうところへのケアということです。この復興加配を使いまして組織を強化する中で、

子供と向き合う時間の確保を図る、そして学習、復興教育の充実、心のケア等、一人一人

の児童生徒に向き合った支援、指導をしていきたいと考えております。 

○小西和子委員 これで終わりにします。いわての学び希望基金もお伺いしようと思った

のですけれども、先ほど斉藤委員等で質疑が交わされましたので割愛したいと思います。

被災児童生徒就学援助事業についてお伺いいたしますけれども、これは2015年度から単年

度事業というふうになりました。次年度も継続ということでよろしいでしょうか。 

○佐々木学校施設課長 政府の平成29年度の当初予算に、被災児童に関する助成の予算が

盛り込まれております。県の予算にも盛り込んでおりますので、来年度も継続いたします。 

○小西和子委員 地区別人数と現在の状況、事業の概要について伺いたいと思います。地

区別で大きな違いがございますよね。そのあたり大変気がかりなものですので、被災12市

町村までいかなくても、重立ったところをお話しいただければと思います。 

○佐々木学校施設課長 全体的には徐々に少なくはなってきているのですけれども、依然

として12市町村の対象者が多いという状況でございます。重立ったところということでご

ざいますけれども、市町村別に申し上げますと、今年度のまだ実績が出ておりませんので、

市町村の計画ベースということで御理解いただければと思いますが、釜石市が490人、大船

渡市が487人、陸前高田市が459人、大槌町が420人、宮古市が410人という感じで、多くな

っている状況がございます。 

○小西和子委員 後で一覧表、割合も入れたものをいただきたいと思います。 

 最後ですけれども、人事委員会委員長から勧告があったことについて、一般質問の答弁

でも触れていただきました。多忙化につきまして、教職員の働き方について改善をしなさ
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いということが教育委員会に言い渡されたわけですけれども、このことについて教育長か

ら話を伺って終わります。 

○高橋教育長 人事委員会勧告の中でそのような点について言及されたということにつ

いては、我々としても十分それを受けとめなければならないというように思っています。 

 それから、先般の本会議においても、人事委員会委員長からあのような御答弁がありま

した。多忙化につきましては、小西委員の御質問にもお答えしてきましたとおり、関係者

の合意形成のもとで着実に推進することが極めて大事でございますので、これまでの実績

をさらに伸ばすように努めていきたいというように考えております。 

○髙橋但馬委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 なければ、これをもって教育委員会関係の審査を終わります。教育委

員会の皆様は退席されて結構です。御苦労さまでした。 

 次に、総務部関係の議案の審査を行います。 

 議案第51号平成28年度岩手県一般会計補正予算（第４号）第１条第２項第１表歳入歳出

予算補正中、歳出第10款教育費のうち総務部関係、第２条第２表繰越明許費補正中、第10

款教育費のうち総務部関係を議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○大槻理事兼副部長兼総務室長 議案第51号平成28年度岩手県一般会計補正予算（第４

号）中、総務部関係の予算について御説明を申し上げます。 

 議案（その３）の９ページをお開きいただきたいと存じます。表の一番上でございます

が、10款教育費、８項大学費は４億3,390万1,000円余の増額、次の９項私立学校費は１億

9,173万1,000円の減額、合わせまして２億4,217万円の増額となるものでございます。 

 補正予算の内容につきましては、便宜、予算に関する説明書により御説明申し上げます

ので、大変お手数でございますが、予算に関する説明書の203ページをお開き願います。な

お、金額の読み上げは省略をさせていただき、主な事業を中心に御説明申し上げますので、

御了承願います。 

 まず、10款教育費、８項大学費、１目大学費でございますが、岩手県立大学の施設等の

長寿命化を図るため、同大学の施設等の整備に要する経費に対し補助しようとするもので

ございます。 

 次の204ページをお開き願います。９項私立学校費、１目私立学校費でございますが、事

業費の確定に伴いまして私立高等学校等就学支援金交付金などを減額しようとするもので

ございます。 

 続きまして、繰越明許費について御説明申し上げます。大変恐れ入りますが、もう一度

お手元の議案（その３）にお戻りいただきたいと存じます。22ページでございます。表の

中ほどでございます。８項大学費、公立大学法人岩手県立大学施設等整備費補助でござい

ますが、同大学の施設等の整備に要する経費に対する補助につきまして、翌年度に繰り越
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して使用するため、繰越明許費を設定しようとするものでございます。 

 以上で議案第51号についての御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○髙橋但馬委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○斉藤信委員 204ページの私立学校審議会費と私立学校運営費補助にかかわってお聞き

をします。きょうの新聞にも報道されましたが、盛岡中央高等学校が1.4倍の定員オーバー

をしていると。これが私立学校審議会でもかなり議論になって、さっぱり改善をされてい

ないと。一つは、その定員オーバーの実態について示していただきたい。 

 もう一つは、1.4倍も定員を超えていたら教員が足りなくなるのではないか、教室も足り

なくなるのではないか、教育環境がかなり悪化するのではないかと思いますが、その実態

はどうなっているでしょうか。 

 そして、この私学審議会では、そういう定員オーバーについて、授業料が入るわけだか

ら、今までと同じように私学助成金を出すのではなくて、ペナルティーをかけるべきだと、

来年度からそれを実施する方針と、こういうふうに聞いていますが、その点どうなってい

るでしょうか。 

○岡部私学・情報公開課長 まず初めに盛岡中央高等学校の定員と実員との実態でござい

ますけれども、平成28年５月１日現在の状況での充足率、定員に対する実人員は143.1％で

ございます。実数につきましては、５月１日現在で1,035名でございます。 

 それから、教員、教室の実態でございますけれども、高等学校設置基準の教員について

の人数がございますけれども、それを上回る教員の数が配置されているところでございま

した。教室についても実態を把握しましたが、1,035人を受け入れる教室数がございました。 

 ペナルティーの話でございますけれども、これまでは高等学校運営費補助金につきまし

ては、学校法人が私立学校を運営する場合に要する人件費、教育管理経費などの経常的経

費に対して交付していたのですけれども、平成27年度におきましては20億円を高校のほう

に交付しております。このうち10％が定員遵守状況割という要素がございまして、２億円

を配分していたところでございます。定員を超過している学校に対しましては、その超過

度合いに応じて少なく配分する仕組みとなっておりました。 

 これを来年度見直そうということでございまして、改定の内容でございますけれども、

定員遵守状況が定員に対して110％を超える学校に対しては、定員遵守状況割の分は交付し

ないと。さらに、学則に定めた定員の1.3倍を超過した場合については、超過した生徒数に

当該年度の１人当たりの補助金単価、これについては約33万円前後ということでございま

すが、それを乗じた金額を運営費全体から減額するというような内容に改めまして、ペナ

ルティーをさらに強化するということでございます。このペナルティー強化によりまして、

学校のほうで定員を守っていただくような動機づけにしてまいりたいと考えております。 

○斉藤信委員 私は10年ぐらい前にも、この盛岡中央高等学校の定員オーバーの問題を取

り上げたことがあるのです。恐らく一貫してこの状況になっているのではないかと、異常
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な事態だと思います。定員が定員でなくなっているのです。この５年間ぐらいの推移を言

ってください。 

 それと、さっきの1,035人というのは在籍数ですね。定員は幾らなのか、そのことも含め

て。私は、悪質ではないかと思いますよ、これは。定員があってなきのごとし。私立高校

は私立高校でそれぞれみんな努力してやっている中で、ルール違反でしょう。ルール破り

をやっているようなものです。大阪の学校ほど悪くはないかもしれないけれども、やっぱ

り教育者がこういうルールをしっかり守るという、そういうことは最低のモラルなのでは

ないかと思うけれども、その点いかがでしょうか。 

○岡部私学・情報公開課長 大変失礼いたしました。定員につきましては、総定員720名

でございます。先ほども申し上げました実員が1,035人、これは平成28年５月１日現在でご

ざいます。 

 これまでの経過でございますけれども、実員は、平成24年につきましては1,060名、平成

25年は1,078名、平成26年は1,092名、平成27年は1,016名という状況でございます。 

○斉藤信委員 私が10年前に取り上げたときとほとんど変わらない、もう10年以上こうい

う異常な定員オーバーで、大体これだけずっと続いていれば、どのぐらいの入学定員にな

るかわかるのです。わかっていて超過でとって。私は、10年前、みんなからたくさん授業

料を取って、一部の特待生だけ優遇しているということを取り上げたことがあるのです。

本当に教育の平等ということからもおかしいと。きょうはここを聞きませんが、今度盛岡

中央高等学校は新しい中学校を創設すると。こういう定員オーバーのところで、中学校の

創設を認めるか、認めないか、けんけんがくがくの議論がありました。中学校をやっても

中学校の定員オーバーをするのではないかと、こういう話でけんけんがくがくで、そして

恐らく附帯意見をつけてというふうになったと思いますが、その附帯意見、そして守られ

なかったらば、これは不認可ということもあるという議論までされていたのです。その附

帯意見を示してください。 

○岡部私学・情報公開課長 私立学校審議会からの附帯意見は、２項目ございました。ま

ず１点目、県は盛岡中央高等学校に対し定員超過の是正を強力に指導すること。２点目、

県は定員超過の場合の補助金減額措置について制度の見直しを図ること。この２点が附帯

意見として付されたところでございます。 

○斉藤信委員 これは、９月の審議会のときには改善計画を求めると、県は求めましたね。

これはいつが期限で、その改善計画は出たのか、その中身はどうなのか、示してください。 

○岡部私学・情報公開課長 当該法人に対しましては、10月19日に関係者を呼んで、文書

で定員超過の是正を指導しました。定員超過改善計画書につきましては、11月18日に提出

されております。その中身につきましては、入学定員240名ということになりますが、それ

を遵守するという内容のものでございました。 

○髙橋但馬委員長 ほかにございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○髙橋但馬委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに決定い

たしました。 

 以上をもって総務部関係の議案の審査を終わります。 

 この際、何かありませんか。 

○斉藤信委員 １点だけ。県内の大学は、ＣＯＣプラスで平成32年に向けて県内就職率

55％を目指すと。私は、商工労働観光部にもこの問題を提起したのだけれども、県立大学

は平成27年度の県内就職率を見ると、看護学部が51.7％、社会福祉学部が51.0％、ソフト

ウエア情報学部が25.5％、総合政策学部が54.5％で、合わせて45.3％です。そうすると、

10％上げなくてはならない。これは、かなり厳しい積極的な目標だと思うけれども、55％

の県内就職率の実現を目指して、どういう方針、どういう取り組みを進めるのか、進めて

いるのか、示していただきたい。 

○藤澤総務室管理課長 県立大学の就職率の目標のお尋ねでございます。県立大学も県内

５大学とあわせて、ＣＯＣプラスの取り組みをしておりまして、10％県内就職率を上げる

ということで、同じような目標設定としたところでございます。それで、確かに５年間で

10％という目標は、なかなか高いハードルではございますけれども、具体的にその取り組

みを進めていこうとしておりまして、例えば地元の企業を知るということが大事ですので、

インターンシップを強力に進めると。それから、これは教員の先生方が中心になるのです

けれども、県内の企業を訪問しまして就職先の開拓をするといったようなことも進めてお

ります。 

 それから、学部ごとで言いますと、看護学部で言いますと、県内の県立病院等に就職し

たＯＢの方に来ていただいて、１年生や３年生に現場の状況をお知らせするといった取り

組みもしております。あとは、総合政策部、これは総合政策部に限った話ではないですが、

地元の企業の方に来ていただいて、やはり県内の企業の状況をお知らせするといったよう

なことをしております。 

 先ほど申し上げましたとおり、高いハードルではございますけれども、いずれ県全体、

今岩手で働くということで取り組んでおりますので、関係大学あるいは商工労働観光部と

も連携して取り組みを進めてまいりたいと考えています。 

○髙橋但馬委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○髙橋但馬委員長 なければ、これをもって総務部関係の審査を終わります。総務部の皆

さんは退席されて結構です。御苦労さまでした。 

 委員の皆様には、次回の委員会運営について御相談がありますので、少々お待ち願いま

す。 

 次に、来る３月17日に開催が予定されております当委員会の運営についてお諮りいたし

ます。本日の委員会をもちまして、さきに当委員会が付託を受けた案件は全て審査を終了

いたしました。よって、当委員会への付託案件は現段階ではございませんが、来る３月17

日に開催予定の当委員会について、期限までに請願陳情の提出がなかった場合には、所管

事務調査を行うこととしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。なお、調査項目につい

ては、中小企業の振興に関する施策の実施状況の公表についてとしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋但馬委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。ただし、請願陳情の提

出があった場合は、この所管事務調査を行わず、提出された請願陳情について審査するこ

とといたしますので、御了承願います。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。

お疲れさまでした。 

 


